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はじめに 

１．本調査研究を始めるに当たっての背景・経緯 

 
一般社団法人保健医療福祉情報システム工業会（以下「JAHIS」）では、以前より一貫し

て、請求システムを提供するベンダ独自の視点から、診療報酬改定に関連する様々な課題

を抽出し、それらに対する具体的な提言を行ってきた。とりわけ近年の論文においては、

JAHISが多くの知見を有する「レセプトの電子請求」に関する事象を取り上げ、レセプト

の電子的な請求やチェックの発展に資するような実践的な提言を行うことを通して、デ

ジタル化の時代の新しい診療報酬改定やそれに応じた請求の方法に対する、システムベ

ンダとしての適切な関わり方を模索してきた。 

そうした中、平成29年７月に厚生労働省及び社会保険診療報酬支払基金（以下「支払基

金」）による「支払基金業務効率化・高度化計画 工程表」が公表され、令和４年度まで

にコンピュータチェックによる審査の完結を９割程度とする目標が示された。さらに令

和元年５月には、審査機能を本部に集約する等の支払基金法の改正を盛り込んだ「医療保

険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」が制

定された。それらを受けるかたちで、令和２年３月には支払基金より「審査事務集約化計

画工程表」が示され、その工程表に従って審査事務の集約化・効率化が今まさに行われよ

うとしている最中である。 

本調査研究のテーマは、JAHISが長年にわたる調査研究の中で培ってきた知見を最大限

に活かし、こういった業界の潮流に対して、それに与するシステムベンダという具体的な

視点から最新の検証を行うことで、請求業務電子化の更なる拡大の一助となることを目

指し、設定したものである。タイトルにある文言「紙の廃止」は、「請求（申請）の電子

化」に直結するものであることから、審査事務の効率化が大きく取り沙汰されている昨今

の状況において、このテーマを追求していくことは非常にタイムリーであり、請求に関わ

る全ての者にとって有効な提言を引き出すことができると考える。 

 
２．本調査研究の目的 

 

施策として請求の電子化が図られ、それが一定程度普及している状況下において、「今

なお残っている紙による請求」については、「残っている」相応の理由が存在すると考え

られる。その理由こそ電子化を阻んでいるものであり、同時に「簡単に電子化が図れない」

要素を持つものと言える。それらに焦点を当てることで阻害要因を分析し、今後のスムー

ズな電子化進展への布石とすることが本調査研究の目的である。 

したがって、本調査研究は、現状の医療機関における紙による請求（申請）・紙をベー

スとした業務の分析を行うことから始めることとする。現状を詳細に分析することは、医
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療機関、その利用者、保険者、及び審査支払機関それぞれの立場における紙ベースの業務

のメリット・デメリットを把握することにつながり、今後の請求の効率化や電子化・デジ

タルトランスフォーメーション（以下「ＤＸ」）を考える上で非常に重要なファクタと言

えるからである。 

請求・審査業務における紙の利用の要因は、業務慣行、電子化による非効率化や投資効

果の低さ、システム整備不足等、多岐に渡る。それらの中には、環境的なものや利用者の

モチベーション（インセンティブ不足）によるもの、さらには、習慣化しており、見直し

の機会を逸しているもの等もあると考えられる。また、単一の原因に帰すことができない

複合的な状況により、電子化が進まない事象もあると推察する。このような状況に対して、

現状を詳細に分析・整理し類型化することは有効であろう。 

 

３．本調査研究が目指すべきところ 

 

本調査研究では、紙による請求の分析・考察から課題を抽出して、紙による業務の廃止

を主な目的とした請求の電子化に関するきわめて実践的な提言を行う。また、紙の廃止

（電子化）にとどまらず、より高度な電子化の実現に向けたビジョンについても論を展開

し、さらに上記の分析・考察から請求業務の効率化のヒントを抽出し、提言を行うことと

する。 

なお、紙の様式による請求業務等の廃止（電子化）は、医療機関の担当者の意識にも関

係する問題であることから（「今までのやり方を変えたくない」など）、当事者の意識にも

働きかけていく（苦手意識の払拭、慣行からの脱却など）ことが必要となる。 

また、本調査研究では、「返戻再請求のオンライン化」を中心に論を展開することとす

る。それ以外にも、緊急性が低い等の理由からこれまでの調査研究では取り上げてこなか

った「地方単独医療費助成制度」、「労災診療費」、「出産育児一時金における直接支払制度」

といった分野について言及し、提言を行う。これらの提言が、紙の様式による請求業務の

廃止に向けて避けては通れない重要なものであることは言うまでも無い。 

過去の調査研究でも繰り返し述べてきたことだが、本調査研究の最終的な目標は、診療

報酬請求に関わる全ての者に益することにある。システムベンダとしての実際的な立場

から、ここに述べたような多様な状況・分野について横断的に調査研究・提言を行うこと

で、この目標に少しでも近づければ幸いである。この目標を常に念頭に置いて論を進める

こととしたい。 
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第１章 医療機関における紙による請求について 

 

第１章では、医療機関における「紙」をベースにした請求（申請）について、その概要及

び実際の種類・課題等についてまとめる。また、それらが医療機関においてどのように運用

されているのか概説し、本調査研究で考察の対象とするものを洗い出す。それらについての

具体的な考察は第２章以降で行うこととする。 

 
１．医療機関における紙媒体による請求の概要 

 

  ここでは、本調査研究において「紙による請求」が何を意味するかを示す。また、あく

までも最終的に請求を電子化することを目指す立場から、「紙による請求」にはどういっ

た特徴や傾向があるのか、それを電子化するに当たってネックとなっているものがあれ

ばそれは何であるのかを分析し、以降の考察への布石とする。 

 

⑴ 紙媒体による請求とは（本調査研究における定義） 

まず、「紙による請求」として、本調査研究ではどのようなものを取り上げるか（本

論文における定義）を明確にする。本調査研究において「紙による請求」とは、医療機

関において医療費等を請求する際に、紙媒体での提出を行うこととされているもの、紙

媒体での請求も可能となっているものをいう。 

この「紙による請求」は当然ながら紙の様式を用いて行うため、原則的にその様式に

は物理的に文字を記入する必要がある。しかし、現在は人の手で文字を書くことは稀で

あり、①手書きの文字に代えて紙の様式にプリンタで印字する、②様式及び記入内容を

丸ごとプリンタで印刷する、など手書きに準じた方法で紙の様式が作成されている。 

   本調査研究の考察の対象とするのは、この紙の様式のうち、電子化することが技術的

に可能であると考えられるもので、電子化により効率的な運用が期待できるものであ

る。また、法令等により紙の様式が規定されていることも考察の対象とする条件の一つ

と言える。全国一律で様式や規格が定まっているものであれば、効率的な電子化が期待

できるからである。 

   なお、医療機関が患者に対して交付するもの（領収証、明細書、予約票など）は依然

として紙媒体のものが主であるが、これは請求の電子化・効率化の議論とは別に存在す

るものであることから、本調査研究では取り上げない。また、公害健康被害補償制度に

ついては請求件数が少なく、かつこれ以上増えることが見込まれないことから本調査

研究では取り上げない。同様に、自賠責保険についても保険会社への請求であることか

ら取り上げない。 
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⑵ 紙媒体による請求の特徴 

電子レセプトに代表されるように、医療機関での医療費請求等の電子化が進む今日

において、「紙媒体による請求」が残っていることには相応の理由があると推察される。

そこで、実際に医療機関において紙媒体で請求が行われている状況を俯瞰しながら、そ

の特徴と傾向を整理し、分析する。 

 

  ① 紙媒体の請求様式を取り巻く環境について 

紙の請求書そのものというよりは、それを取り巻く環境によって電子化が進まな

いケースが見受けられる。そこでここでは、紙の請求を取り巻く環境について、その

特徴を整理し、分析する。 

   ◇ 電子化への過渡期にあって、対応が追いついていない 

     ＤＸが急速に浸透しつつある中、今は「紙→電子」への移行の過渡期にあり、優

先順位の高いものから制度的な電子化が順次実施されている。そのため、「件数の

少ないもの」というような、相対的に優先順位の低いものについては、電子化が後

回しとなり、現状ではどうしても紙として残ってしまう。 

     早晩、電子化されることが予想されるが、上記の理由から行政やインフラが電子

化に追い付いていない分野も存在し、それこそが紙として残っている部分である

と言える。 

   ◇ 全国的に足並みを揃えることが難しい 

     現在電子化が進行しているものは、「全国一律」で対応が可能なものが殆どであ

る。「全国一律」は国単位の施策であれば比較的容易に行える。しかし、国の施策

ではないもの、例えば都道府県ごと、市区町村ごとというような地方公共団体単位

の施策として電子化を行うとなると、それぞれ別個に電子的に請求する仕様を作

成する必要があり、関係者間での調整に時間を要し、電子化に至るまでに時間を要

することとなる。 

   ◇ 「原本」という考え方が尊重されてきた 

     請求書類については、それが唯一のものであることを保証するために、紙の現物

である「原本」であることが尊重されてきた。具体的な手続きにおいては、「原本」

の直接的なやり取りで進められている。この「原本」による現物のやり取りは非常

にシンプルなものであり、誰でも扱えるという利点がある。 

     さらに、「原本」の考え方は、改ざんや複製を防ぐ点において非常に有効である

ことから、現在でも信頼性が高いと感じる者が多く、根強く支持されていると考え

られる。 

   ◇ 電子化のメリットを受けられない医療機関が一定数存在する 

     何らかの理由により電子化のメリットを受けられない医療機関は、当然ながら

電子化へのモチベーションが低く、そのことが紙による請求が残る要因となって
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いると思われる。例えば、前述のように請求件数が少なければ手書きで様式に記載

する作業量が少ないため、請求側にとって紙による請求のデメリットは小さい。む

しろ、「いつでも・どこでも・誰でもすぐに記載できる」、「システム等を立ち上げ

る必要がない」といった紙のメリットがデメリットを補って余りあるケースもあ

るだろう。また、システム導入が可能であっても、請求件数が少ないことにより費

用対効果の面で導入が見送られるケースもある。これらのケースにおいては、請求

側の電子化へのモチベーションを高めることが難しいと思われる。インセンティ

ブを見直すなど、モチベーションの向上を図ることが必要だろう。 

     また、請求の電子化によってかえって事務作業が増加するケースが存在する。た

とえば電子請求書を紙に出力して処理（審査）するケースである（第３章の「２.」

の Column２参照）。電子化することで関係者にマイナスの効果が生じないようにオ

ンライン請求を可能にするなど、データの流れを規定している仕組みを変える必

要があると思われる。 

 

② 紙媒体の請求様式について 

紙媒体の請求様式の中には、現状では制度が対応しておらず、一律で電子化するこ

とができないものがある。ここでは、そうした紙の様式そのものに係る諸特徴を整

理・分析する。 

◇ 文字以外の情報を求めるものがある 

紙による請求が行われているということは、法令等により「様式」が定められて

おり、記載内容や記載箇所が事細かく規定されているということである。この規定

により全国一律で運用方法が定まっているため、効率的な電子化が期待できる反

面、文字以外の情報の提出が規定されている場合、たとえば第三者の「証明欄」や

手書きの略図等を記載する規定があるものについては、それらをどのように電子

化するかという課題がある。上記以外にも、レセプトコンピュータ（以下「レセコ

ン」）に取り込まれていない情報は出力することができない。 

◇ 医療機関関係者以外に記載を求めるものがある 

様式の中には、患者が記載する項目がある等、医療機関の記載だけでは完結しな

いものがある。そうした医療機関の関係者以外が記載する部分がある様式の請求

については、医療機関内でのデータ入力のみでは完結しないため、電子化が難しい

という課題がある。 
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２．医療機関における紙媒体による請求の現状 

 

ここでは、「１．」でその特徴と傾向を示した「紙による請求」が、医療機関において実

際にどのような場面で運用されているのかを確認し、整理する。 

 

⑴ 医療機関における紙媒体による請求 

医療機関において紙による請求を行っているもののうち、代表的なものとして以下

のものが挙げられる。なお、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する

省令（以下「請求省令」）で特例として紙媒体による請求を認めている医療機関（「レセ

コンを使用していない保険医療機関」あるいは「常勤の保険医・保険薬剤師が基準日に

おいて全員65歳以上であることを届け出た保険医療機関」等）の例については、本調査

研究の対象としない。 

 

 ① レセプトの返戻再請求・再審査申出 

    審査支払機関からの返戻に対して、医療機関から審査支払機関に再請求をする際、

オンラインで請求して、オンラインで返戻になった場合、電子レセプト（オンライン）

又は紙レセプトのどちらで請求を行ってもよいとされており、紙レセプトを選択す

る医療機関が相当数存在する。 

    保険者が紙レセプトの提出により再審査申出を行った場合、審査支払機関がその

申出を妥当と判断すると、医療機関には紙レセプトで返戻されることから、医療機関

は必然的に紙レセプトで再請求を行うことになる。 

 

  ② 地方単独医療費助成事業における医療費の請求 

    医療機関が被用者保険加入の患者に対して地方単独医療費助成事業（以下「地単」）

における現物給付を行う際に、公費を負担する都道府県及び市区町村（以下「市町村

等」）が都道府県ごとに設置されている国民健康保険団体連合会（以下「国保連合会」）

とのみ審査支払業務の委託契約をする場合、医療保険分はレセプトで支払基金に請

求するが、地単の助成分については紙の「連名簿（連記式の請求書）」に必要事項を

記入して国保連合会に提出し、医療費の請求を行う。なお、一部の都道府県では電子

請求が可能となっている。 

 

 ③ 労災保険における医療費の請求 

    労働災害・通勤災害を被った患者が、紙の「療養の給付請求書」に必要事項を記入

し、事業主の証明を受けた上で受診した医療機関に提出する。当該医療機関は「労災

レセプト」等とともに各都道府県の労働局に提出し、医療費の請求を行う。 

「労災レセプト」及び「アフターケア委託費請求書」については電子請求すること
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も可能であるが、大半のレセプトは依然として紙媒体によって請求されている。 

 

  ④ 出産育児一時金直接支払制度における出産費用の請求 

    出産育児一時金直接支払制度においては、被保険者等の出産費用について、紙の

「専用請求書」に必要事項を記載の上、審査支払機関に提出し請求する。また、電子

媒体による請求も可能である。 

 

⑵ 紙媒体による請求の一覧 

⑴で概説した医療機関で運用されている紙媒体による請求の各項目についてまとめ

ると、表１-１の通りとなる。 

 

【表１-１ 医療機関における紙媒体による請求の一覧】 

 ①返戻再請求 ②地単 ③労災 ④出産育児一時金 

紙の様式 
再請求時における紙

レセプト 
連名簿（連記式） 療養の給付請求書 

紙の労災レセプト 

（アフターケア委託

費請求書） 

専用請求書 

請求件数 
約350,000件／月 

（全国） 
- - 

紙レセプトによる請

求率 

87％（労災レセプト） 

約22,000件／月 

（全国） 

請求時期 

請求頻度 
月１回 月１回 

レセプトと併せて提

出（初回） 
月１回 月１回 

記載者 医療機関 医療機関 
患者（事業主） 

医療機関 
医療機関 医療機関 

請求先 審査支払機関 国保連合会 
各都道府県の 

労働局 

各都道府県の 

労働局 
審査支払機関 

電子請求 

の可否 
可能 

都道府県によっては

可能 
不可 可能 可能 

備考 - - 
事業主の証明等が必

要 
- - 

 
⑶ 各項目の電子化への対応状況 

   現在紙媒体により行われている医療費の請求等についても、電子的に請求できる仕

組みが整備されつつある。しかし、電子請求を可能とする仕組みがあるにもかかわらず、

それを活用していない医療機関も散見される。紙による請求から電子請求への移行を

促進するためには、システムの整備やインセンティブの付与のみならず、時には半強制

的に移行を促すような施策が取られることもある。 

以下では⑴と⑵で見た医療機関における各種紙媒体の運用について、それらの電子

化への対応状況を確認し、整理する。 

 

  ① レセプトの返戻再請求・再審査申出 

    以前より電子レセプトによる請求が原則であるが、オンライン請求医療機関であ
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っても再請求分のレセプトについては紙媒体での提出が認められていた。 

    オンライン請求医療機関においては再請求分のレセプトについても段階的に電子

請求に移行し、令和４年度中には原則オンライン請求のみとなる。 

 

  ② 地方単独医療費助成事業における医療費の請求 

    被用者保険加入の患者については、支払基金と審査支払業務の委託契約を結ぶと

併用レセプトによる請求が可能となる。レセプトは原則電子レセプトによる請求と

なっているため、地単にかかる医療費の請求も電子レセプトによる請求となる。 

    都道府県が国保連合会のみと委託契約を結んでいる場合、被用者保険加入の患者

の地単にかかる医療費は、国保連合会に請求する。連名簿（紙）を提出する方法に加

え、一部の都道府県では電子媒体による提出も可能となっている。 

 

  ③ 労災保険における医療費の請求 

    「療養の給付請求書」は紙媒体のみであり、労災レセプトやアフターケア委託費請

求書は電子媒体又はオンラインによる請求が可能となっている。労災レセプトにつ

いては、オンライン請求導入促進策として導入支援金や、労災電子化加算（オンライ

ンによる請求又は電子媒体により、電子レセプトで請求を行った場合）といったイン

センティブが与えられている。 

 

④ 出産育児一時金直接支払制度における出産費用の請求 

    電子媒体による請求が可能となっている。正常分娩の場合、電子媒体による請求で

は月２回の請求が可能であり、キャッシュフロー面では大きなメリットと言える。請

求全体に占める電子請求の率は上昇傾向にあるものの、紙による請求が一定数残っ

ている。 

  

8



9 

 

第２章 レセプトの返戻再請求における紙の廃止について 

 

 第２章では、レセプトの返戻再請求における紙の廃止について、現在進行形で行われてい

る施策の状況を鑑み、タイムリーな提言を行うこととする。本調査研究におけるメインテー

マであり、その提言は単に紙媒体による請求を廃止することにとどまらず、オンライン請求

の更なる普及までを視野に入れるものである。また、オンラインで請求する医療機関におけ

る紙媒体による請求の中でも、返戻再請求に関するレセプトの割合が突出して多いことか

ら、提言がもたらす効果も大きいと考える。 

 

１．返戻再請求について（概要） 

 

  ここではレセプトの返戻再請求の概要とともに、現在行われている返戻再請求のオン

ライン化の状況について、その経緯や背景から今後予定される施策を含めて説明するこ

ととする。 

 

 ⑴ レセプト請求の電子化・オンライン化の経緯 

   平成18年４月10日に改正された請求省令によって、オンラインで電子レセプトを請

求することが可能となり、規模別（400床以上の病院、400床未満の病院、診療所）にオ

ンライン請求の義務化期限が設定された。その後、平成21年11月25日の改正により、レ

セプトは原則電子レセプトによる請求となり、オンライン請求又は電子媒体による請

求も可能となったが、その際レセコンを使用していても紙媒体で請求している保険医

療機関等については、当該レセコンの減価償却期間（保守管理契約期間）又はリース契

約期間が終了するまでの間は、電子レセプト請求への移行が猶予されていた（猶予期限

は最長で平成27年３月31日まで）。その猶予期限も過ぎ、電子レセプト請求が原則とな

っている。支払基金ホームページに掲載の統計によると、令和３年４月診療分（５月請

求）時点でのレセプト請求の電子化普及状況は、件数ベースで98.7％（うちオンライン

請求は79.8％）、施設数ベースでも95.2％（うちオンライン請求は63.3％）となってお

り、特殊な状況を除けばほぼ普及した状態と言える。 

   なお、レセプトのオンライン請求については、施設ベースで考えると、病院や調剤薬

局については概ね普及していると言えるが、医科診療所では70.4%、歯科医院は21.2%に

とどまっている。近年、オンライン請求を実施する医療機関の割合は徐々に大きくなっ

てきているものの、電子レセプトを CD-R等の電子媒体に保存し、それを送付すること

で診療報酬を請求している医療機関も相当数存在することになる。 
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 ⑵ 返戻再請求の電子化・オンライン化の背景 

   ⑴で述べた通り、レセプトの電子化・オンライン化については順次進められてきた。

しかしながら、医療機関がオンライン請求したレセプトについて審査支払機関から返

戻され、医療機関でレセプトを確認・修正の上、審査支払機関に再び請求（返戻再請求）

する場合については、紙のレセプトによることが可能であったことから、完全な形での

電子化（オンライン化）は実現していなかった。 

   このような状況下で、令和２年に厚生労働省主催の「審査支払機能の在り方に関する

検討会」（初回：９月２日）が開催され、その中で審査支払機関（支払基金及び国保連

合会）の審査支払機能の整合的・効率的な在り方に関する方針や具体的な工程等の議論

が行われ、その結果が令和３年３月29日に「審査支払機能の在り方に関する検討会報告

書」として取りまとめられた。報告書の中では「オンライン請求の推進」として、社会

全体のＤＸが進められている状況下で医療保険事務の効率化を図るため「紙レセプト

を極力減少させていくこと」の必要性について触れられている。また、請求のオンライ

ン化を推進することにより、医療機関等において郵送作業が不要となるだけでなく、セ

キュリティ面の強化やレセプトの事前チェック、レセプトの振替・分割サービス（※）

の活用等によって、多面的に事務負担の軽減の実現が可能とされている。 

   ※ レセプトの振替・分割サービス（出典：月刊基金（支払基金）2021年１月号） 

     【資格情報の再確認（レセプトの振替・分割サービス）とは】令和３年10月請求（９月診療）分

以降のレセプトについて、資格登録等のタイムラグで生じる資格過誤については、審査支払機関

においてオンライン資格確認システムを活用して、正しい資格情報に振替・分割します。これに

より保険者等との資格過誤に係るコストが削減されます。 

 

   その一方で、オンライン化の推進に当たっては、医療機関や保険者等において混乱な

く取り組むことが可能な環境整備が必要であるとし、特に「保険医療機関等からの返戻

再請求」については、レセプト振替・分割サービスの開始に合わせて、審査支払機関が

オンラインで返戻できるレセプトについては、紙媒体による返戻を廃止し、さらには医

療機関からの再請求をオンライン化（紙媒体による請求の廃止）することが盛り込まれ

ている。 

   上記の報告書の内容を受ける形で、「オンライン請求の促進に向けた対応について

（協力依頼）」（令和３年８月16日保連発0816第９号）が発出された。この通知では、令

和３年10月診療分から審査支払機関によるオンライン請求医療機関への紙媒体による

返戻を廃止するとともに、オンライン請求医療機関については、令和４年度中に（紙媒

体で返戻されたレセプトを除き）再請求を全てオンラインで行うことになっている。な

お、令和４年度の施策については、当該年度の早期に、レセプト振替開始による資格過

誤減少の状況、システムへの影響等を踏まえて、実施時期や方法を判断することとして

いる。 

10



11 

 

 ⑶ 紙レセプトの現状（令和３年９月現在） 

   オンライン請求を行っている医療機関において紙レセプトによる請求が残っている

現状については、表２-１の通りとなる。表２-１では紙媒体による請求が行われるケー

スが２つ示されているが、それぞれのケースについて以下に説明する。 

 

【表２-１ 電子請求の免除医療機関等以外による紙レセプト提出の現状】 

 

（出典：第５回審査支払機能の在り方に関する検討会 資料３より抜粋） 

 

  ① 表２-１の「Ａ 保険医療機関等からの返戻再請求」における紙レセプトについて 

    「保険医療機関又は保険薬局に係る電子情報処理組織等を用いた費用の請求に関

する取扱要領（平成22年７月30日保総発0730第２号）」（以下「取扱要領」）において、

審査支払機関から医療機関（保険医療機関等）へのレセプトの返戻については、電子

媒体（オンライン）と紙媒体の両方で返戻をするよう規定されている。一方、審査支

払機関からの返戻に対して医療機関が再請求をする場合のレセプトは、電子媒体（オ

ンライン）又は紙媒体のどちらでも可能であるとされている。したがって、医療機関

が返戻再請求を行う際に、規定に則ったかたちで紙レセプトを使用するケースは一

定数存在する。 

 

  ② 表２-１の「Ｂ 保険者からの再審査申出」における紙レセプトについて 

    保険者からのレセプトの再審査申出についても、保険者が審査支払機関に対して

提出するレセプトに関して電子媒体（オンライン）又は紙媒体の選択が可能である。

保険者が紙レセプトの提出によって再審査申出を行った場合、審査支払機関がその

申出が妥当と判断したならば、医療機関には当該紙レセプトを返戻（再審査等返戻）
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することになるため、医療機関は最終的に紙レセプトによって返戻再請求を行うこ

とになる。つまり、保険者が再審査請求を行う場合に、提出したレセプトの媒体によ

って、その媒体ベースでその後の手続きが進められることとなり、紙媒体でのやり取

りも当然残ることとなっている。 

 

  ③ 紙レセプトの件数の現状 

    支払基金のホームページによると、令和３年４月処理におけるオンライン請求医

療機関から支払基金へ請求された紙レセプト（医科）の件数は以下の通りである。割

合としては全体の0.8％に過ぎないが、絶対量として35万件以上あることについては

注目すべきである。この紙レセプトの多くは、返戻再請求に関するレセプトであるこ

とも同時に言及されている。 

保険医療機関等数 
レセプト件数 

電子レセプト 紙レセプト 

68,019 43,016,292 357,509 

 

 ⑷ 今後実施される紙レセプト削減への施策 

   「オンライン請求の促進に向けた対応について（協力依頼）」によって、令和３年10

月診療分以降のオンライン化促進の工程が示されている。この工程通りに進めば、令和

４年度末までには⑶で示した紙レセプトによる請求の件数は大幅に減少することが考

えられる。 

 

  ① 審査支払機関からの返戻、医療機関等からの再請求（表２-１の「Ａ」） 

    令和３年10月診療分からは、審査支払機関から医療機関等への紙媒体によるレセ

プトの返戻を廃止し、オンラインのみとなる（オンライン請求医療機関に限る）。 

    さらに、令和４年度中には、紙媒体で返戻されたレセプトに係る再請求を除き、医

療機関等については再請求をオンラインのみとする予定となっている（令和４年度

の早期に対応の実施時期や方法を判断）。 

 

  ② 保険者からの再審査申出（表２-１の「Ｂ」） 

    令和３年10月から、保険者の再審査申出については、大規模保険者（「大規模」の

範囲については調整中）はオンラインによるもののみとし、令和４年度中には、全て

の保険者による再審査申出について、オンラインによるものとする予定となってい

る（令和４年度の早期に対応の実施時期や方法を判断）。 

 

 ⑸ 医療機関における返戻再請求の具体的な事務作業 

   審査支払機関からレセプトの返戻を受けた場合、その媒体にかかわらず医療機関で

は再請求を行うための事務的な作業が発生することになる。表２-２には、電子レセプ
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ト（オンライン）で再請求を行う場合と紙レセプトで再請求を行う場合について、医療

機関における具体的な事務作業のフローの実情をまとめることとする。 

 

【表２-２ 再請求時の具体的な作業】 

電子レセプト（オンライン）による場合 紙レセプトによる場合 

⓪審査支払機関より紙のレセプトが返戻されるとともに、返戻分の電子レセプトがオンラインでダウン

ロードできるようになる。この時点でどちらの方法で請求するか選択することになる。 

①オンライン請求システムで返戻レセプト（ファ

イル）をダウンロードし、返戻内容を確認する。 

 

②返戻レセプト（ファイル）を修正して、記録条件

仕様に則り再請求ファイルを作成（レセコンに

ファイルを取り込んでレセコン上で修正）。 

③作成した再請求ファイルを、通常のデータ送信

と同じ手順でレセプト送信。 

①返戻された紙レセプトには、該当箇所に付箋（返

戻付箋、不備の内容が記載されている）が貼付さ

れているので、その内容を確認する。 

②付箋の内容を基にして、返戻された紙のレセプ

トを手書きで追記・修正し、（付箋を付けたまま）

再請求用のレセプトとする。 

③追記・修正した付箋付きの紙のレセプトを持参

若しくは郵送し、再請求を行う。 

【備考】 

・設定等が必要になる場合があるが、現在医療機関

等に導入されているレセコンには返戻再請求を

行うための、再請求用のレセプトファイルを作

成する機能はほぼ備わっていると言える。 

・①の「返戻内容の確認する」作業について、審査

支払機関から返戻レセプト・返戻付箋が送付さ

れるため、返戻レセプト（ファイル）内の返戻内

容を確認しレセコン画面の表示、印刷する機能

はレセコンにより異なる可能性がある。 

【備考】 

・紙レセプトによる再請求は、レセプトの電子化

（オンライン化）の前から行われてきた方法で

あることから、医療機関等の運用で慣れている

面もあり、依然として多くの医療機関等で紙に

よる請求が残る結果となっている。 

・保険者からの再審査申出が紙レセプトによるも

のであった場合については、審査支払機関から

は紙レセプトでしか医療機関等に返戻されない

（上記参照）。そのため、審査支払機関からの返

戻分については、医療機関等としては一律紙レ

セプトで再請求を行う方が運用しやすいという

側面もある。 
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２．返戻再請求オンライン化のメリット 

 

  返戻再請求の現状及びこれから実施される施策を鑑みると、本調査研究のテーマであ

る「紙の廃止」を実行するためには、実質的に電子レセプトによるオンライン請求を促進

させる必要があると言えよう。行政の施策としてオンライン請求に移行しつつある返戻

再請求ではあるが、オンライン化によって関係者が享受できるメリットについて広く周

知（認識）されることで、「紙からの脱却」がよりスピード感を持つことになるであろう。

以下には、返戻再請求のオンライン化によるメリットについて関係者ごとに整理し、可能

な限り可視化することを試みる。 

 

 ⑴ 医療機関のメリット 

  ① 請求時の発送業務等の効率化 

    紙レセプトによる請求における搬送時（郵送時）の破損・紛失等については回避す

ることが可能となり、請求に伴う事務コストも抑制できる。また、セキュリティを確

保したネットワーク回線を使用した暗号化通信を行いダイレクトに送信することか

ら、安全性の面から考えてもオンライン請求は有用である。 

 

  ② 審査支払機関受付時の利便性向上 

    実務的な面から考えても、紙レセプトによる請求より受付時間が延長（土日祝日も

受付可能、毎月５～７日は８時～21時、８～10日は８時～24時）されることや、紙レ

セプトによる請求ではできなかったレセプトの事前チェック（受付・事務点検 ASP（※）

利用によるレセプトデータの事前チェック、エラー箇所の修正が可能（請求月の12日

まで））が受けられることは、有効であると考えられる。 

    ※ 受付・事務点検 ASP（以下「ASP 点検」）とは、医療機関等が審査支払機関の事務点検プログ

ラムを利用して、患者氏名の記録漏れなど事務的な誤りがあるレセプトを事前に確認でき、速

やかな修正を可能とするサービスである。これにより、医療機関等ではエラーを速やかに訂正

し、当月のうちに訂正したレセプトを提出することができるようになる。（支払基金ホームペー

ジより） 

 

  ③ 管理業務の効率化 

    運用面から考えても、オンライン請求システムからダウンロードした返戻レセプ

トファイルを修正し、オンラインで再請求することで、電子レセプトとして一元的な

管理が可能となることから、実質的に紙の書類の管理が不要となる。 

    さらに、返戻レセプトの「傾向と対策」をまとめたものは、以後の返戻の抑制に資

するのみならず医療機関の運営において重要な資料となるが、オンライン請求を実

施した場合は返戻レセプトのダウンロードができることから、紙の返戻レセプトに
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貼付されている返戻付箋に記載されている情報が返戻レセプトからも集計可能とな

る。したがって、付箋の内容の手入力という作業が不要となることから、オンライン

で再請求を行う作業の過程で実施する返戻レセプトのダウンロードによって、管理

業務の一層の効率化を図れると言える。 

 

 ⑵ 審査支払機関のメリット 

   表２-３は、審査支払機関における事務効率化の課題として、審査支払機関の審査に

おける手作業についてまとめたものであるが、オンライン請求に移行することで、それ

らの手作業の殆どが省略できるとされている。以下に具体的なメリットを示すことと

する。 

 

【表２-３ 審査支払機関における事務効率化の課題】 

 

（出典：第５回審査支払機能の在り方に関する検討会 資料３より抜粋） 

 

  ① レセプト送付時の資源の節約、手間削減 

    紙レセプトについては、医療機関に返戻する際や保険者に請求する際に、物理的に

送付（郵送）することが必要であった。オンライン化を進めることによって、出力紙

や梱包材等の資源の節約が見込めるほか、送付時の人的な負担や郵送料等のコスト

を削減することができるメリットがある。さらに、紙レセプト送付の際は対策を立て

る必要があった郵送時の事故等の対応についても、オンライン請求においては考慮

する必要がなくなる。 

 

  ② 再請求受付時の手作業の軽減 
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    次に医療機関から紙で受け取るレセプトが減ることによるメリットが考えられる。

紙レセプトでは受付から審査、請求支払までにおいて、現物でのやり取りに伴う各種

の手作業が必要となっていたが、電子レセプトをオンラインで受領すればそれらの

作業の大半は省略できる。 

 

 ⑶ 保険者のメリット 

  ① レセプト送付時の資源の節約、手間削減 

    医療機関や審査支払機関と同様に、再審査申出用の紙レセプトの印刷、郵送等にか

かるコストや必要となる手作業についても軽減できる。 

    また、紙で請求されたレセプトが保険者に郵送されるとすると、保険者には大量の

レセプトが届くことになる。保管に要する手間や保管場所の確保が必要となるだけ

でなく、一定期間経過後に廃棄する場合も一般のゴミとして廃棄できず、情報漏洩等

を防ぐためにコストをかけて廃棄する必要があった。電子レセプトをオンラインで

受け取ることで、データを流出させないように対策を講じる必要があるが、紙の保管

や廃棄等に係る手間やコスト等が大きく軽減されると考えられる。 

 

  ② レセプトデータの効率的なチェック・分析 

    被保険者のレセプトデータの分析については従来から行われているが、電子レセ

プトによる請求がさらに進むことによって、より効率的なチェック・分析が可能とな

る。最終的に保険者に届くレセプトが電子レセプトになれば分析対象になるが、返戻

再請求により途中で紙になったら分析対象とならないため、紙になるレセプトを減

らすことでより精緻な分析が可能となる。このようにデータ分析が高度化すると、デ

ータヘルスの推進に寄与することとなるが、このメリットについては、ＮＤＢ（レセ

プト情報・特定健診等情報データベース）の分析等を通して最終的には国民に還元さ

れるものになることから、「国民全体のメリット」と捉えることもできよう。 
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３．返戻再請求オンライン化への課題 

 

  オンライン請求のメリットについては前述のように数多く挙げることができるが、依

然として紙レセプトによる請求が残るのが現状である。この少なからず残っている紙レ

セプトによる請求の状況を分析することで、今後のオンライン請求が目指すべき方向性

が明確になると考えることから、「オンライン化への課題」として関係者ごとにまとめる

こととする。 

 

 ⑴ 医療機関における課題 

   返戻再請求におけるオンライン請求を行うかどうかについては、医療機関における

意思決定が重要となることから、課題の多くは医療機関の中に多く存在することにな

る。したがって、この「医療機関における課題」をクリアにするような施策を打ち出さ

ない限り、オンライン化の進展も覚束ないと考える。 

 

  ① システム上の課題 

    医療機関が導入しているレセコンには、オンラインによる返戻再請求のための機

能が概ね備わっていると言われているが、医療機関側がその機能を使用していない

というケースが少なからず存在する。この「使用していない」という意味についての

一つは、そのような機能、具体的にはオンライン再請求用のファイルを作成する機能

が搭載されていることを認知していないということである。返戻の件数が少なく、紙

による請求を行っても担当者の負担にはさほどならないことから、多くの医療機関

ではその機能を活用する必要に迫られていない、というのが実情ではなかろうか。 

    もう一つは、その機能の存在を知りながら、医療機関側が当該機能の利用（導入）

を行っていないということである。機能を利用するためには相応の時間やコストが

かかる場合があり、機能導入の際の業務習得を目的としたスタッフの研修等も不可

欠となる。さらに、返戻再請求の件数が少ないことから、業務を習得するため時間を

確保することが実質的に難しい。具体的には、数か月に１度しか返戻がないような医

療機関では再請求用の電子レセプト作成の操作も数か月に１度しか行わないため、

操作に習熟することが難しい状況にある。このような理由で医療機関が敢えて機能

を利用していないことも考えられる。 

  ② 業務上の課題 

    業務上の課題としては、オンラインによる返戻再請求のための新しい作業が必要

となることが挙げられる（作業内容については表２-２参照）。新しい作業の一つひと

つについて、特に高度なものが要求されるわけではないが、件数がさほど多くない返

戻再請求について、（場合によっては担当医師も）新しい作業を行うということにつ

いては業務フローの変更について検討を要するものである。具体例を挙げると、オン
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ライン請求システムから返戻レセプトデータをダウンロードし、元の請求データに

紐付ける作業（「４．」の⑴の①「現在のオンライン請求におけるデータ収受の仕組み」

の項目参照）を行うものであるが、この手間を考慮した際に、慣れていないオンライ

ンによる再請求は選択しない（従来の紙による請求を選択してしまう）ケースが想定

される。 

    なお、審査支払機関からの紙レセプトによる返戻が少しでも残ってしまうと、医療

機関における再請求が全てオンライン化されることにはならない。そうなると、電子

レセプトと紙レセプト両方の作業進捗管理が依然として必要となってしまうことに

なる。オンライン化への過渡期にあるがゆえの課題であり、今回の行政の施策でオン

ライン請求医療機関はオンラインによる請求のみとなり、紙レセプトの管理は解消

されることになる。しかし、今回の行政の施策はオンライン請求医療機関に対するも

のであり、紙レセプトによる返戻がなくなることはないため、このような課題につい

ても一顧の価値はあると考える。 

 

 ⑵ 審査支払機関における課題 

   審査支払機関においては既に医療機関からのオンライン請求を受け付ける環境が整

備されており、オンライン化に伴う業務についても対応済みであることから、現時点で

課題として挙げられるものについては、JAHIS として想定はしていない。医療機関や保

険者におけるオンライン化が更に進んでいくことを「待っている」状況にあると考えら

れる。 

 

 ⑶ 保険者における課題 

   前述の通知「オンライン請求の促進に向けた対応について（協力依頼）」では、保険

者による再審査申出は、令和４年度中に全てオンラインによるものとされている。令和

４年度中の対応の実施時期、方法については令和４年度の早期に判断することとなっ

ているが、保険者としては、この工程に沿った形で全てのオンライン化を確実に実施す

ることが求められている。 
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４．返戻再請求オンライン化を踏まえた、更なる施策の提言 

 

  返戻再請求における紙レセプトの廃止は、オンライン請求化によって実現されるとい

うことについては述べてきた通りである。しかし、オンライン請求に対応していない医療

機関による紙媒体での請求や電子媒体での請求が一定程度残ってしまうことも懸念され

るところである。この項では、更なるオンライン請求の普及のため、現在行われているオ

ンライン請求化の施策の後に、若しくは並行して検討すべき取組みについて提言するこ

ととする。 

 

 ⑴ 再請求時の手間軽減によりオンラインでの返戻再請求のメリットを増やす 

   初めに、現状では煩雑さの残る返戻及び再請求時のデータの収受に関する手間を軽

減することで、医療機関における作業手順を簡素なものとし、よってオンライン請求の

メリットを増やす提言を行う。メリットを増やすことで、電子媒体で請求している医療

機関がオンライン請求に移行しやすくなることが期待できる。 

 

  ① 現在のオンライン請求におけるデータの収受の仕組み 

    表２-４は、オンラインによる返戻再請求の際に、医療機関と審査支払機関の間で

やり取りが行われるデータの概略である。医療機関が審査支払機関に請求する際（①）

に提出する請求データＡについて、審査支払機関における審査等の結果、医療機関に

返戻される場合（②）は、請求データＡとともに返戻データＡ（履歴管理情報）が付

加される。返戻を受けた医療機関は、請求データＡを修正し請求データＢとして再請

求する（③）ことになるが、再請求時に返戻データＡを付加する必要があり、返戻デ

ータＡをオンライン請求の画面からダウンロードをして、請求データＢに紐付けす

る作業が必要となる（審査支払機関が返戻時に付加する返戻データＡと医療機関が

再請求時に付加する返戻データＡは同じもの）。 

 

【表２-４ オンラインでの再請求における請求データと返戻データ】 
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  ② 現状の課題・問題点 

    医療機関は、再請求時に返戻データＡを付加する必要がある。医療機関のシステム

（レセコン）によっても異なるが、返戻データＡを請求データＢに付加して再請求を

行うために複雑な操作が求められる可能性がある。 

    この再請求時のデータのやり取りにおいて、履歴管理情報である返戻データＡを

付加することが求められる根底には、行政における紙の「原本」の考え方があると言

える。端的に言うと、審査支払機関より原本が返戻されたら、医療機関はその原本の

形態を保ったかたちで再請求することが求められる、というようなルールが存在す

るのである。このケースでは、審査支払機関からの請求データＡと返戻データＡがセ

ットで原本となることから、医療機関はその原本通り（請求データＡを修正した）請

求データＢと返戻データＡをセットにして再請求する必要がある。 

 

  ③ 更なる施策の提言及びその効果 

    医療機関の再請求時に返戻データＡを付加することは事務的な負担が大きくなり

かねないことから、このデータを付加する工程を省略するために、以下の２つの提言

を行う。 

   ◇ 提言及びその効果（その１） 

     前述の通り、現状では「ひとつしかないもの」であることを確認する意味での真

正性を確保するという観点から「原本（現物）」という概念が存在し、それが長く

尊重されてきた。全ての医療機関が紙レセプトによる請求を行っていた時代は、真

正性が担保された「原本」に全ての書類を添付してやり取りを行っていた。そのよ

うな経緯があり、レセプトが電子化された現在でも、全てのデータを添付したやり

取りを行うことが原則となっていることから、医療機関では返戻データＡを付加

して再請求するルールになっていると考えられる。 

     そこで、返戻再請求の場合においても、紙の「原本」の考え方を無条件に踏襲せ

ず、履歴管理情報が本当に必要かどうか審査支払機関において整理することを提

言する。例えば、クラウド上にレセプトデータを一元管理できる場所を設けて、医

療機関はそこにアクセスしてレセプトデータを修正し、審査支払機関はその修正

が妥当と判断したら、検索番号を活用して保険者に請求を行うというような仕組

みの構築が考えられる。ＤＸが叫ばれる昨今においては、「原本」の真正性の確保

は必要であるが、レセプトのやり取りは必ずしも「原本」の概念を踏襲する必要は

ない。したがって、医療機関において紙の「原本」を管理する必然性は薄いものと

考えられる。 

     本提言の効果としては、ＤＸ時代に即した最も合理的な原本データの運用方法

を模索し、その中で返戻再請求におけるデータのやり取りを行うことで、現在の電

子請求に即した、医療機関、審査支払機関の双方にとって負担の少ない返戻再請求

20



21 

 

が実現すると考えられる。なお、労災レセプトでは、履歴管理情報を付加せず請求

が可能となっており、実情に即した合理的な請求ができるようになっている。この

ような柔軟な運用が求められていると言えよう。 

   ◇ 提言及びその効果（その２） 

     再請求時に請求データＢを送信する際、従来のように返戻データＡを付加する

のではなく、返戻データＡと紐付けられた「検索番号」（※）の付加を必須とする

ことを提言する。この検索番号によって、審査支払機関側で返戻データＡを参照し、

請求データＢと比較できれば、審査支払機関側の本来の目的は達成できると思わ

れるからである。 

     ※ 検索番号とは、審査支払機関で管理している請求データのＩＤのこと。文字通りレセプト

データを検索するために使用するもので、１レセプトごとに付番され17～30桁の番号で構成

されている。 

 

     単純に請求データＢのみの送信をもって再請求しようとすると、医療機関が「二

重請求」したものと捉えられる可能性がある。「返戻に対する再請求分」であるこ

とが明確となるように、再請求時にその実績を付加する必要があるが、それが返戻

データＡそのものである必然性は薄いと考えられる。なお、表２-５は現状と本提

言を実施した場合の比較となるが、医療機関においての作業がシンプルになるこ

とが分かる。 

 

【表２-５ 現状と提言（その２）を実施した場合の比較（現状→提言）】 

 

 

     本提言の効果としては、医療機関において返戻レセプト（請求データＡ及び返戻

データＡ）を取り込む作業や付加する作業が省略されるため、再請求へのプロセス

が簡素化され、医療機関側のシステムの操作もシンプルなものとなる。結果として、

医療機関の再請求時の作業負担を総合的に軽減することが期待できる。 
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 ⑵ 紙媒体及び電子媒体の廃止により全体の最適化を行う 

   現状の請求方法については、紙レセプトによるものから電子レセプト（特にオンライ

ン）によるものへと移行する過渡期にある。令和３年10月から審査支払機関からの紙に

よる返戻が原則廃止され、令和４年度中には（紙媒体で返戻されたレセプトを除き）医

療機関の再請求についてもオンライン請求に一本化されることは既定路線であるが、

ここではその先を見据えて「請求方法のオンライン一本化」を前倒しでできるような提

言を行う。 

 

  ① 現状の返戻・再請求の方法 

    現状（令和３年９月請求分まで）では、オンライン請求を行っている医療機関（オ

ンライン医療機関）における審査支払機関からのレセプトの返戻は紙媒体及びオン

ラインの２パターンで行われている。ただし、保険者からの再審査申出に起因する返

戻の場合、保険者から紙媒体での申出があった場合には、審査支払機関から医療機関

への返戻についても、紙媒体のみで行われることとなる。また、電子媒体（CD-R な

ど）又は紙媒体で請求を行っている医療機関における審査支払機関からの返戻は、紙

媒体のみで行われている。 

    したがって、医療機関における再請求の方法について、審査支払機関からの返戻が

紙媒体及びオンラインの２パターンで行われた場合は、紙媒体又はオンラインを選

択することが可能であるが、審査支払機関からの返戻が紙媒体のみで行われた場合

は、当然紙媒体をもって再請求を行うこととなる（表２-６参照）。 

 

【表２-６ 現状の返戻及び再請求の方法】 

医療機関の請求方法 返戻 再請求 

オンライン 紙媒体及びオンライン 紙媒体又はオンライン 

電子媒体（CD-R 等） 紙媒体 紙媒体 

紙媒体 紙媒体 紙媒体 

 

  ② 進行中の行政の施策完了後の返戻・再請求の方法 

    「オンライン請求の促進に向けた対応について（協力依頼）」（令和３年８月16日保

連発0816第９号）が発出されており、令和３年10月診療分からオンライン請求医療機

関への紙媒体によるレセプトの返戻が廃止され、保険者の再審査申出についても、大

規模保険者においてはオンラインによるもののみとなる。さらに、令和４年度中には、

（紙媒体で返戻されたレセプトを除き）オンライン請求医療機関については再請求

をオンラインによるものとし、保険者による再審査申出については全てオンライン

によるものとする予定である。 

    この結果として、保険者の再審査申出については、紙媒体によるものがなくなり完

全なオンライン化が実現する。したがって、再審査申出に由来する審査支払機関から
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の紙媒体の返戻はなくなることとなる（表２-７参照）。 

 

【表２-７ 行政の施策後の返戻及び再請求の方法】 

医療機関の請求方法 返戻 再請求 

オンライン オンライン オンライン 

電子媒体（CD-R など） 紙媒体 紙媒体 

紙媒体 紙媒体 紙媒体 

 

  ③ 行政の施策完了後になお残る課題・問題点 

    表２-７を見ても明らかであるが、上記の行政の施策が完了した後についても、オ

ンライン請求を実施しておらず電子媒体（CD-R 等）による請求、若しくは紙媒体に

よる請求を行っている医療機関については、紙媒体による返戻・再請求を行うことと

なる。したがって、オンライン請求を行わない医療機関がある限り、紙媒体による返

戻・再請求は存在し続けることになる。 

 

  ④ 更なる施策の提言（「請求方法のオンライン一本化」の検討） 

   ◇ 提言及びその効果 

     紙媒体による返戻再請求が残ってしまう課題・問題点を解消するためには、もう

一押しの施策が必要である。ついては、通常の請求を含めた医療機関の請求方法に

関して、未だ残る電子媒体による請求についてはオンライン請求への移行を強く

促し、オンライン請求に一本化する方向で検討を進めることを提言する（表２-８

参照）。審査支払機能の在り方に関する検討会（第６回）における資料として示さ

れた「オンライン請求の促進に向けた対応の方向性」（令和３年１月22日厚生労働

省保険局）において、「社会全体としてデジタル化を進めているなかで、医療保険

事務全体の効率化を図るとともに、オンラインで請求を行っている医療機関・薬局

においてデジタル化のメリットを最大化していくため、紙レセプトを極力減少さ

せていく必要がある」とあるように、紙媒体による請求を「完全になくす」ことで、

医療保険事務全体の真の効率化が可能となっていくと考えられるからである。 

     オンライン資格確認では、将来的に閲覧可能な情報が拡大される見込みであり、

当然レセプトの内容を閲覧できるようになるが（現在は薬剤情報のみ閲覧可）、審

査支払機関からのいわゆる一次返戻に対する再請求を紙レセプトで行った場合、

オンライン資格確認で閲覧可能となるレセプト情報には該当しないことになる。

したがって、電子媒体で請求されたレセプトを電子媒体で返戻し、医療機関が電子

媒体で請求する仕組みを整備すれば、審査支払機関で電子レセプトとして取り込

むことが可能となり、オンライン資格確認で閲覧することもできるようになる。し

かし、電子媒体での返戻は審査支払機関の大きな事務負担になることが予想され

ることから、電子媒体請求医療機関が無理なくオンライン請求に移行（オンライン
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一本化）できるようにする必要があるのではなかろうか。 

 

【表２-８ 「請求方法のオンライン一本化」後の返戻及び再請求の方法】 

医療機関の請求方法 返戻 再請求 

オンライン オンライン オンライン 

電子媒体（CD-R など）【廃止】 
 

紙媒体【廃止】 

 

   ◇ 具体的な施策 

     令和３年４月診療分の医療機関数ベースで考えると、オンライン請求を行って

いない医療機関（医科）は27.3%（電子媒体23.6％、紙媒体3.7％）となっており、

改善の余地は大いにあると言える。この提言の実現に向けては、オンライン請求へ

の移行を後押しするような施策を複合的に進めていく必要があると言えよう。以

下には、それぞれの関係者が具体的に進めていくべきと考える施策を整理する（表

２-９参照）。 

 

【表２-９ 関係者別の具体的な施策（請求方法のオンライン一本化）】 

医療機関 

■オンライン請求のための環境整備、設備・システムの導入 

 ・環境整備、設備・システム導入のための資金及び時間の確保 

 ・オンライン請求に向けたスタッフの技能習得・研修 

■オンライン資格確認の導入 

 ・導入に関する補助金を利用したオンライン環境の整備 

■診療報酬（点数表）によるインセンティブの活用 

審査支払機関 

■オンライン請求システムの簡便化 

 ・医療機関の担当者が使いやすいような工夫 

■ASP チェックの拡充による返戻件数の削減 

■優良マークの付与（韓国の事例・参考として） 

 ・優良医療機関に審査に関するインセンティブを与える（チェックの簡素化等） 

行政 

■診療報酬（点数表）による対応 

 ・医療機関にオンライン請求の整備を促す加算（インセンティブ）の創設 

■法令等の改正による対応 

 ・請求省令の改定でオンライン請求を義務化（明確なマイルストーンを示して、医療機関にとって無

理のない経過措置の設定とセットで実施） 

■オンライン請求のための環境整備、設備・システムの導入の支援 

 ・初期費用の補助金制度の整備 

 ・オンライン資格確認の導入からオンライン請求導入への誘導 

■オンライン請求システムの啓蒙活動 

■優良マークの付与〔審査支払機関の項目参照〕 

ベンダ 

■レセコンを介したオンライン請求の操作の簡便化 

■オンライン請求システムの啓蒙活動 

保険者 

■令和４年度中の再審査申出オンライン化へのスムーズな移行 
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 ⑶ レセプト返戻件数の削減による効率化 

  ① レセプト返戻件数の現状 

    審査支払機関の返戻状況（表２-10参照）について注目すると、支払基金の令和３

年５月診療分の医科レセプト受付件数における返戻件数の割合（返戻率）は0.66％で

あり、国保連合会の令和３年６月審査分の返戻率は0.33%であることが分かる。返戻

理由の多くは「資格過誤」であるとされている（※）。返戻率で考えると大きな数字

とは捉えにくいものであるが、支払基金の令和３年５月診療分の返戻レセプトの件

数は247,049件であり、看過できない数字であることには間違いない。 

    ※ 返戻理由については、代表的なものとして保険情報の誤り（資格過誤）、記載要領に照らし合

わせた記載事項の不備等が挙げられている。保険情報の誤り（資格過誤）については、オンライ

ン資格確認の普及に伴い、徐々に少なくなっていくものと思われる。 

 

【表２-10 支払基金・国保連合会の返戻状況】 

■支払基金（支払基金ホームページより） 

 

 

■国保連合会（国保連合会ホームページより） 

 

 

  ② 最終的な施策の提言（「返戻の件数を減らす」こと） 

   ◇ 提言及びその効果 

     現在進行中の施策が完了しても、オンライン請求を行っていない医療機関につ

いては、紙媒体での返戻・再請求が残ることについては述べた通りである。「紙媒

体による請求の廃止」という本調査研究のメインテーマについて、⑵では「請求方

法のオンライン一本化」というアプローチ方法から様々な施策の提言等をしたと

ころである。ここではさらに、今まさに存在する「返戻」そのものに働きかけ（表

２-11）、「そもそもの返戻の件数を減らす」提言を行うこととする。先に述べた通

受付件数 返戻件数 返戻率 受付件数 返戻件数 返戻率 受付件数 返戻件数 返戻率 受付件数 返戻件数 返戻率 受付件数 返戻件数 返戻率

件 件 ％ 件 件 ％ 件 件 ％ 件 件 ％ 件 件 ％

令和3年3月 81,185,839  391,996    0.48       42,275,460  226,717    0.54       12,040,200  81,139     0.67       26,804,609  82,516     0.31       65,570     1,624      2.48       
令和3年4月 74,784,548  428,132    0.57       39,038,751  250,590    0.64       11,106,062  85,797     0.77       24,575,223  89,514     0.36       64,512     2,231      3.46       
令和3年5月 71,447,770  421,278    0.59       37,620,977  247,049    0.66       10,731,510  82,444     0.77       23,028,679  89,742     0.39       66,604     2,043      3.07       

訪 問 看 護 療 養 費
支 部 別

総 計 医 科 診 療 歯 科 診 療 調 剤

７．　一 般 分 ＋ 退 職 者 分 ＋ 後　期　高　齢　者 分 審 査 状 況

                                 実　　　　　　　　　　　　　　　数

種　　別  受付件数 返戻件数 査定増件数 査定減件数 過誤整理件数  日　　数

件 件 件 件 件 件 日

入　院　 1,714,021 32,739 288 164,290 21,458 27,817,457

入院外 43,806,178 117,353 758 506,291 103,852 71,378,508

計 45,520,199 150,092 1,046 670,581 125,310 99,195,965

歯 科 診 療 8,695,695 48,454 380 30,539 37,196 15,693,997

合　計　　 54,215,894 198,546 1,426 701,120 162,506 114,889,962

枚

  薬 剤 の 支 給 30,167,041 44,449 150 25,688 80,106 37,438,552

回

  一 般 診 療 1,601,635 29,780 1 2,782 17,667 71,047,633

  歯 科 診 療 6,246 384 0 9 73 85,810

　訪  問  看  護 234,070 9,979 0 121 4,134 1,812,341219,957

1,554,188

5,789

53,854,842

30,042,486

45,244,797

8,610,045

1,659,824

43,584,973

 確定件数

診
療
費

一
般
診
療

生
活

食
事
・
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り、近々の返戻率は支払基金0.66％、国保連合会0.33%であるが、この数字をいか

に減らしていくかが論点となる。 

     提言の効果としては、当然のことながら、審査支払機関及び医療機関における返

戻再請求にかかるコストが削減できることになる。さらに、医療機関における適切

な診療報酬請求、ひいては適切なデータ反映によるデータヘルスの推進、ＮＤＢ等

の更なる精緻化にも一役買うことになるであろう。 

 

【表２-11 アプローチの方法（そもそもの返戻の件数を減らす）】 

医療機関の請求方法 返戻 再請求 

オンライン オンライン オンライン 

電子媒体（CD-R など） 紙媒体 紙媒体 

紙媒体 紙媒体 紙媒体 

※行政の施策後に紙媒体として残る部分に着目し、返戻全体の件数を減らすことで必然的に再請求の件数

も減らすことができる。 

 

   ◇ 具体的な施策 

     返戻件数としては、近々のデータで支払基金247,049件、国保連合会150,092件で

ある（表２-10参照）。この数字を多いと見るか少ないと見るかは判断がわかれると

ころであるが、「資格過誤」以外の返戻理由のもの相当数あることを勘案すると、

「返戻の件数を減らす」という提言も十分効果的であると考える。ついては、この

提言の実現に向けて具体的に進めていくべき施策を、関係者別にまとめることと

する（表２-12参照）。 

 

【表２-12 関係者別の具体的な施策（返戻の件数を減らす）】 

医療機関 

■医療従事者の正確な理解 

 ・紙→電子（オンライン）のメリットを正しく理解する 

 ・ASP やレセプトの振替・分割サービスの有用性を理解し、積極的に活用する 

■レセコン（システム）に関する研修 

 ・レセコンのポテンシャルをフルに活かすことのできるスキルの習得 

■返戻の傾向と対策の分析・院内での共有 

■オンライン資格確認の導入 

 ・「資格過誤」による返戻の削減 

審査支払機関 

■コンピュータチェックの拡充 

 ・ASP 点検の機能強化（チェックする項目数の増強、チェックの精度向上）によって、請求前にチェッ

クが完結できるレセプトの件数を増やす。具体的には、診療行為を実施する前に学会等のガイドラ

インに照らしても請求が認められないような場合にチェックがかかり、医学的に必要なことをコメ

ント、症状詳記に記載することで返戻を減らす。 

 ・ASP 点検に即時性を付与することで返戻の対象になるような記載を減らす。具体的には、オンライ

ン資格確認のように随時（リアルタイムで）チェックを行うことで、その場でチェックを完結させ

る。 

■審査情報提供事例の拡充 

 ・レセプト審査時の一般的な取扱いについて、積極的に情報提供を行う 
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■電子点数表のようなチェック用データの公開 

 ・コンピュータチェックに関する試行的公開の更なる拡大 

■返戻理由の丁寧な説明（保険者の項目参照） 

行政 

■診療報酬体系（算定ルール）の明確化・簡素化 

 ・疑義が残るような規定（算定ルール）の削減 

 ・外来診療の包括化 

■記載要領（請求ルール）の明確化・合理化 

 ・疑義が残るような規定（レセプト記載方法）の削減 

 ・負担金を記載しない規定にする 

 ・医学的根拠を症状詳記に書くことが求められるものについては、選択式コメントの拡充で対応 

 ・紙レセプト前提の記載要領の見直し（電子レセプト前提のものに） 

■医療従事者への研修・教育 

ベンダ 

■電子点数表のようなチェック用データの活用（審査支払機関の項目参照） 

■レセコン（システム）に関する研修の主催 

保険者 

■返戻付箋の工夫・丁寧な説明 

 ・再審査請求の理由を丁寧に記載する（なぜ返戻に至ったのか分かりやすく説明する）。丁寧に記載す

ることで、審査支払機関が医療機関に返戻すべきか判断しやすくなる。また、審査支払機関が返戻

する場合、なぜ返戻に至ったのか医療機関に対して丁寧に説明することができるようになる。 

 

  

27



28 

 

第３章 各分野に依然として残る紙による請求の廃止について 

 

１．地方単独医療費助成事業 

  

  地方単独医療費助成事業（以下「地単」）は、市町村等の条例等に基づく独自の制度で

あり、患者への給付の形態は大きく償還払いと現物給付に分けることができる。これらの

給付の形態や患者の加入する健康保険等によって、医療機関から審査支払機関に対する

医療費の請求パターンは複数存在するが、その中に依然として「紙媒体での請求」として

残るものがある。ここでは、地単に関する請求パターンについて、請求方法や請求様式を

解析しながら紙媒体での請求の実態について考察し、紙の廃止、さらには電子請求の一層

の普及に向けた有効かつ具体的な提言を行うこととする。 

 

 ⑴ 地方単独医療費助成事業の概要 

   最初に、地単の概要を示すこととする。本調査研究のテーマである紙の廃止を考える

に当たって特に重要なファクタとなるのは、地単の給付の形態である。この給付の形態

について総合的に理解することが、紙媒体での請求の廃止に向けた提言策定の糸口と

なることから、地単という制度のアウトラインが把握できるよう給付の形態を中心に

要点を明らかにする。 

 

  ① 地方単独医療費助成事業とは 

    支払基金のホームページによると、『医療費助成事業とは各都道府県及び市区町村

（地方公共団体）において、患者が医療機関の窓口で支払う一部負担金の全部又は一

部を独自に地方公共団体の公費で医療費を助成する事業』と説明しているが、この

『医療費助成事業』こそが、「地方単独医療費助成事業」や「地単」と呼ばれている

ものである。代表的なものに、乳幼児の診療に係る自己負担分について助成する「乳

幼児医療」等があり、ほとんどの市町村等で実施している。地単は市町村等ごとに定

められた条例等に基づく独自の制度であることから、助成内容や対象者については

市町村等によって異なるのが実情である。 

 

  ② 償還払いと現物給付について 

    地単の給付の形態（助成の方法）については「償還払い」と「現物給付」があり、

それらの中でもさらに細分化することができる。以下に、それぞれの給付の形態を簡

潔に整理する。 

   ◇ 償還払いとは 

     患者は受診時に医療機関で健康保険等の定率負担分を支払うこととなる。後日
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市町村等に申請（請求）を行い、医療機関で支払った額（自己負担額が設定されて

いればその額を除いた金額）について還付を受けることができる。この仕組みのこ

とを「償還払い」と呼んでいる。 

     また、患者が市町村等に申請（請求）を行わなくても、患者の口座等に自動的に

還付を受けられる「自動償還払い」が可能となっている市町村等もある。自動償還

払いでは、受診した医療機関から市町村等に、患者への償還払いに必要な情報が送

られることになる。 

   ◇ 現物給付とは 

     「現物給付」においては、患者は医療機関で個々の助成事業で設定された自己負

担額のみを支払うこととなる。医療機関は審査支払機関を通して市町村等及び保

険者に医療費を請求することになる。 

   ◇ 償還払いと現物給付の特徴 

     償還払いと現物給付の特徴をそれぞれまとめると表３-１の通りとなる。この表

に記載されている請求方法や備考等の内容の詳細については、③以降で説明する

こととする。 

 

【表３-１ 償還払いと現物給付の特徴】 

償還払い／現物給付 患者 
医療機関における 

請求方法 
備考 

償還払い 償還払い 来院時に定率

負担分を支払

い、後日市町村

等に申請 

 いったん窓口で定率負担

分を支払うため医療費が

かかっていることを患者

が認識 

自動償還払い 医療機関が請求書（一

覧）を提出 

１件200円程度の手数

料が支給される場合あ

り 

いったん窓口で定率負担

分を支払うため医療費が

かかっていることを患者

が認識 

患者は振込先のみ申請 

現物給付 連名簿 市町村等と国

保連合会が契

約 

市町村等ごと

に一部負担金

を支払うのみ 

紙帳票 

電子媒体での請求も可

能としている場合あり 

市町村等独自の様式、

独自の記載ルール 

来院時の一時的な負担な

し。後日、申請手続きも

不要 

医療費がかかっているこ

とを患者が認識しにくい

ため、コンビニ受診に繋

がるとの声あり 

連名簿 or 併

用レセプト 

併用レセプ

ト 

市町村等と支

払基金、国保連

合会が契約 

 

 

  ③ 給付の形態別に見た関係者のメリットとデメリット 

    償還払いと現物給付にはそれぞれメリット・デメリットがある。市町村等はこれら

のメリット・デメリットを勘案して給付の形態を決定していると考えられる。以下に

は、関係者別に見た各給付の形態のメリット・デメリットをまとめることとする。 

   ◇ 患者のメリットとデメリット 
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    ■ 償還払い 

      メリットとしては、受診時に定率負担分をいったん医療機関に支払うため、患

者はその診療について「どの程度の医療費がかかっているか」ということを認識

することができるようになることが挙げられる。また、自動償還払いであれば、

患者が手続きをすることなく患者本人の口座に還付金が振り込まれるため、よ

りメリットが大きいと言える。 

      デメリットについては、患者本人が償還払いの申請手続きを行わなくてはな

らない（自動償還払いを除く）ことが挙げられる。市役所等の窓口に出向いたり

することは、患者にとっては手間がかかると言えよう。また、受診時に定率負担

分をいったん医療機関に支払うため、相応のお金を用意する必要があることも

その金額によっては負担となることが考えられる。 

    ■ 現物給付 

      受診時に定率負担分を医療機関に支払う必要がなく、窓口で支払った医療費

について、後日還付の申請をする必要がない（自己負担金のみ支払えばよい）こ

とが最大のメリットである。償還払いと比較しても、申請等の手間がかからない

分、現物給付の方が利便性に優れていると考えられる。 

      その半面、受けた診療についてどの程度医療費がかかっているか認識しづら

くなることはデメリットである。医療費がかかっているという感覚が希薄にな

ると、患者が必要以上に受診してしまう「コンビニ受診」に繋がる可能性が指摘

されている。 

   ◇ 医療機関のメリットとデメリット 

    ■ 償還払い 

      償還払いであれば、領収証の発行や患者に償還払いの申請に必要な情報の提

供を行う必要があるが、レセプト請求上の事務作業は発生しないメリットがあ

る。 

      しかし、自動償還払いの場合においては、所定の様式を作成するなど、患者の

償還払いに必要な情報を市町村等に送るなど事務的な負担が発生すると考えら

れる。この点はデメリットと言えよう。ただし、市町村等から事務的な負担に対

する手数料を受領できるケースがある。 

    ■ 現物給付 

      支払基金と国保連合会の両方と委託契約を結んでいる場合は、併用レセプト

による請求のみで完結することから、１件につき２方向への請求をする必要が

ないという意味では事務的な負担は最小限で済むことになる。しかし、レセプト

に都道府県独自の記載ルールがあると事務処理が煩雑になる可能性がある。 

      国保連合会のみと委託契約を結んでいる場合は、被用者保険加入の患者の場

合、請求が２方向となることによって請求事務や会計処理などの事務的な負担
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が増えると言われている。さらに、地単分の請求を行うにあたり、市町村等が規

定する独自の様式で請求書を作成する必要が生じる。 

   ◇ 市町村等のメリットとデメリット 

    ■ 償還払い 

      通常の償還払いにおいては、患者である住民と個々のやり取りとなることか

ら、窓口で住民からの請求を受け付けることになり、相応のマンパワーが必要と

なる。また、住民への還付等については個々の患者の口座への送金が必要となる

ことから、相応の金融機関への振込手数料が発生することが考えられる。 

      自動償還払いであれば、医療機関より患者の償還払いに必要な情報の提供が

受けられるため、窓口での住民との個々のやり取りは省略できる。ただし、住民

への振込手数料に加え、医療機関への事務手数料の支払いが生じる場合もある。 

    ■ 現物給付 

      審査支払機関とのやり取りとなる（審査支払機関から請求を受けて医療費を

支払う）ことから、住民に個別に対応する償還払いよりは事務処理はシンプルに

なり、マンパワーも削減できると考えられる。医療機関からの請求の方法（紙・

電子）如何にかかわらず、審査支払機関からの請求の際にはその請求内容は整理

されていることが考えられるため、事務処理が必要最低限のものになることは

容易に想像できる。 

      なお、現物給付の場合は、審査支払機関への事務手数料、金融機関への振込手

数料が発生することとなる。ただし、償還払いの場合に発生する患者の口座ごと

の振込手数料は不要となるため、事務手数料、振込手数料が純増することにはな

らない。 

 

  ④ 利便性、事務負担等について 

    ③で示したメリット・デメリットについて、それぞれの立場から見た利便性、事務

負担等という切り口からをまとめると、表３-２のようになる。 

 

【表３-２ 償還払い・現物給付の利便性、事務負担等】 

 
償還払い 現物給付 

償還払い 自動償還払い 連名簿 併用レセプト 

患者の利便性、事務負担 × △ 〇 〇 

医療機関の事務負担 〇 △ × △ 

市町村→医療機関への手数料 なし ありの可能性 ありの可能性 なし 

市町村→審査支払機関への手数料 なし なし あり あり 

市町村の事務負担の相手 患者 患者、医療機関 国保連合会 
国保連合会、支

払基金 
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 ⑵ 地方単独医療費助成事業における、紙媒体での請求に関する現状と課題 

   以上で述べたように、地単における給付の形態は複数あり、医療機関による医療費の

請求方法についても、請求の様式の種類を含めると多岐にわたることになる。ここでは、

これらの請求方法のうち、紙での請求が残るケースを洗い出し、その実態を精査するこ

とで「紙の廃止」を実現するための課題を明確にしていく。 

 

  ① 医療機関の現物給付における契約状況別の請求方法 

    医療機関における医療費の請求に際して審査支払機関を通す場合は、市町村等は

審査支払機関と医療費助成に関する審査支払業務の委託契約を結ぶ必要がある。平

成18年３月に厚生労働省告示が改正されるまでは、支払基金で受託可能な地単は限

定的となっていたため、市町村等は国保連合会のみと委託契約を結ぶことになって

いた。しかし、厚生労働省告示の改正により、平成18年４月から支払基金における医

療費助成事業に関する審査・支払事務が追加され、乳幼児等の児童に係る医療等が受

託可能となった。現在では現物給付化されたもの全てについて支払基金と契約を結

ぶことが可能となっている。市町村等が支払基金と国保連合会の両方と契約すれば、

医療機関では国民健康保険の患者の地単分は国保連合会、被用者保険の患者の地単

分は支払基金、というように患者が加入している医療保険の請求先（審査支払機関）

に保険分と併せて請求できるようになる。 

    被用者保険の患者の場合を例に考えると、委託契約の状況ごとの具体的な請求方

法については表３-３の通りとなる。医療機関が医療費を請求する際に、当該市町村

等が国保連合会とのみ契約している場合は、社会保険分（被用者保険分）は支払基金

に単独レセプト（※）で請求を行い、地単分は国保連合会に原則として連記式の紙の

帳票（以下「連名簿」）で請求する（一部の都道府県では独自形式の CSVファイルを

電子媒体で請求することが可能）。 

    市町村等が支払基金及び国保連合会の両方と契約している場合は、１枚のレセプ

トで社会保険分及び地単分を、併用レセプト（※）によって電子的に請求することが

可能となっている。 

    ※ 本調査研究における「単独レセプト」「併用レセプト」の定義については⑶参照 

 

【表３-３ 具体的な請求方法（患者が被用者保険に加入）】 

 
請求先 請求の内訳 請求方法 

国保連合会とのみ契約 

国保連合会 医療費助成分 
紙（連名簿）による請求若しく

は電子媒体請求（独自形式） 

支払基金 社会保険分（被用者保険分） 単独レセプト 

国保連合会及び支払基

金と契約 
支払基金 

医療費助成分及び社会保険

分（被用者保険分） 
電子請求（併用レセプト） 
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  ② 地方単独医療費助成事業における紙での請求 

    ここまで説明してきた通り、現物給付を行う場合において、市町村等が委託契約を

どのようにするかによって、医療機関における請求の方法（紙・電子）が変わってく

る。市町村等が国保連合会とのみ契約する場合、国保連合会への請求は原則として連

名簿による請求となり、現物（紙）を提出することになる（※）。この連名簿による

請求が、本調査研究においてターゲットとする、「紙による請求」として残っている

部分となる。 

    ※ 一部の都道府県では、紙での請求ではなく、独自形式の CSV ファイルを電子媒体に格納して

請求を行うことも可能となっている。必要な情報を入力すると、国保連合会に提出する CSV フ

ァイルを作成できるツール（ソフト）が提供されている都道府県もある。 

 

  ③ 償還払いにおける請求の取扱いについて 

    通常の償還払いについては、原則として患者が事後的に請求するものであるから、

本調査研究での議論の対象外とする。 

    自動償還払いに関する医療機関から市町村等への申請については、独自の電子請

求のシステムを構築し、医療機関から請求データを電子的に取得している市町村等

がある一方、紙の様式（「助成金支給申請書」などの呼称）による申請のみを受け付

ける市町村等も存在する。このように自動償還払いにおいても紙の請求は存在する

が、「紙の廃止」を考える場合には、独自の紙の様式による請求の実情を踏まえたシ

ステムを市町村等が構築できるか否かに委ねられている。したがって、この場合の

「紙の廃止」については、本調査研究において提言をまとめることは難しい。しかし、

自動償還払いを採用し、その申請を紙媒体に限定している市町村等がある限り、医療

機関における紙媒体による請求は、まったくのゼロとはならないことをここに記し

ておくこととする。また、市町村等に対して電子媒体による請求を行うとなると、当

然レセコンの改修も必要となり、新たな課題も生じることとなる。 

 

  ④ 紙の様式「連名簿」とは（概略） 

    現物給付方式において、市町村等が国保連合会とのみ委託契約をしている場合、被

用者保険に加入している患者の医療費助成分について、医療機関は国保連合会を通

じて市町村等に請求することになる。この際、レセプトのように患者ごとに請求書を

作成するのではなく、複数名分を一覧形式で請求することが多く、連記式のために

「連名簿」と呼ばれることがある。医療費助成分の請求書のため「助成請求書」と呼

称されることもあるが、実際の様式の呼称も市町村等によってまちまちであり、当然

様式のレイアウトや記載内容、記載方法が異なるものである。 

    紙の様式ゆえ、連名簿について医療機関は手書きで作成するか、様式に必要事項を

記載（記録）したものをパソコンで作成し、プリントアウトして国保連合会に提出す

33



34 

 

ることになる（※）。なお、表３-４は、具体的な連名簿の様式例である（群馬県）。 

    ※ 連名簿による請求と電子的（CSV 形式）な請求を選択できる都道府県もある。 

 

【表３-４ 連名簿の例：福祉医療費【連記式】明細書（群馬県）】 

 

 

  ⑤ 医療機関における「連名簿」による請求の問題点 

    医療機関で行われる診療について、例えば乳幼児医療などは適用対象者が相当数

となるため、医療機関で作成する連名簿は毎月少なからず発生する。さらに、紙の媒

体であることから物理的な扱いが必要となり、以下のような具体的な問題が生じる

こととなる。 

   ◇ 連名簿作成にかかる事務作業の発生 

     請求に際して、患者データや診療データから必要事項を抽出する、それを連名簿

に記載する（必要事項を入力し、独自の様式にプリントアウトする）、というよう

な事務処理が必要となり、通常の請求事務と比較して純粋に作業量が増えること

になる。必要事項の抽出やイメージ作成においてレセコンがうまく機能すれば作

業量もさほど増えないかもしれないが、連名簿作成用のオプション等を購入する

必要が出てくるならば、経費等の負担が生じることとなる。 

   ◇ 連名簿の内容のチェックにかかる作業の発生 

     患者が被用者保険に加入の場合、請求先が国保連合会（連名簿）、支払基金（レ

セプト）と２つになるケースが多くなるため、医療機関内の請求前のチェックにつ

いても、レセプトと並行して連名簿のチェックも行う必要が生じる（作業量が増え

る）。したがって、チェックに要するスタッフや業務時間の確保が必要となる。 

   ◇ 連名簿作成にかかる資源の消費 
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     連名簿分については、国保連合会へ紙媒体で提出することから、作成時（記入、

プリントアウトなど）に用紙代、インク代等の負担が発生する。 

 

  ⑥ なぜ、紙の様式である連名簿が残っているのか 

    根本的なところは市町村等の判断に委ねられていると言える。現物給付を行って

いる市町村等は、⑴で掲げたメリット・デメリットを勘案した上で国保連合会と委託

契約していると考えられ、結果として医療機関の連名簿による請求が残っているも

のと考えられる。平成17年度までは、支払基金で審査支払業務の受託が限定的となっ

ていたため国保連合会とのみ委託契約を結び、不都合がなかった場合は、医療機関の

利便性や昨今のＤＸの流れに適した請求方法という観点から委託契約を見直す機会

は少なかったのではなかろうか。 

    また、都道府県ごとに連名簿の様式や記載方法が異なる（独自ルールが存在する）

のが現状である。国保連合会による市町村等に対する請求の際のデータの提供等に

ついても独自に最適化されたフローが存在すると、市町村等はそのフローを全面的

に変更するような契約変更（支払基金とも委託契約を結ぶこと）については、事務処

理に大きな影響を与えるため慎重にならざるを得ないと考えられる。 

 

 ⑶ 紙媒体の廃止への提言及び提言によってもたらされる電子請求のメリット 

   本調査研究のテーマである紙媒体による請求の廃止を考えた場合、レセプトを使用

した電子的な請求の普及が求められることとなる。この電子的な請求の普及の最適解

と言えるものが、市町村等が支払基金とも委託契約を結ぶことを前提とした併用レセ

プトによる電子請求であるため、これを提言する。 

   以下に、併用レセプトの概略を整理するとともに、併用レセプトによる電子請求のメ

リットについて示すこととする。 

 

  ① 本調査研究における「単独レセプト」、「併用レセプト」とは 

    一般的に、１枚のレセプトにおける請求先が１つのものを「単独レセプト」、請求

先が複数あるものを「併用レセプト」という。 

    地単の現物給付における医療費助成分の審査支払業務について、市町村等が国保

連合会及び支払基金と委託契約を交わした場合、医療機関は患者の加入する健康保

険に応じて１枚のレセプトで医療保険分の診療報酬請求と併せて医療費助成分を請

求することができる。審査支払機関を通して２方向（保険者及び市町村等）への請求

を併せて行うことから、本調査研究においては当該レセプトを「併用レセプト」と定

義する。 

    また、市町村等が国保連合会とのみ委託契約をしている場合、被用者保険に加入す

る患者の医療費助成分は国保連合会に請求することになり、支払基金に請求するレ
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セプトに記載することはできない。当然、医療保険分の診療報酬請求は地単を適用せ

ず、単独で支払基金に対してレセプトで請求することとなる。本調査研究においては、

この場合のレセプトを併用レセプトに対して「単独レセプト」と定義することとする。 

 

  ② 提言によってもたらされる併用レセプトによる電子請求のメリット 

    市町村等が国保連合会及び支払基金と委託契約を結ぶということは、患者の加入

する健康保険に応じて併用レセプト１枚で審査支払機関に対して請求できるという

ことであり、このことは各関係者において様々なメリットをもたらす。ここでは、提

言によってもたらされるメリットを関係者ごとに整理する。 

   ◇ 医療機関 

    ■ 提出先が一本化される 

      被用者保険加入の患者に関する請求について、請求先を支払基金に一本化す

ることができる（併用レセプトの提出のみで完結する）。言い換えれば、国民健

康保険の患者の請求は併用レセプトを用いて国保連合会に請求、被用者保険の

患者の請求は同じく併用レセプトを用いて支払基金に請求、というように請求

の流れが簡略化されることになる。 

    ■ オンライン請求が可能となる 

      医療費助成分の請求についても、併用レセプトにのせることができるように

なることから、医療保険の診療報酬請求とともに通常の電子請求（オンライン請

求）が可能となる。 

    ■ 事務的な負担の軽減 

      上記のように、請求が一本化されること、オンライン請求が可能となることの

ほか、物理的な紙媒体（連名簿）による請求が不要となること等により、最終的

には事務的な負担の軽減が引き出せる。 

   ◇ 市町村等 

    ■ 医療費支払の適正化 

      医療機関が併用レセプトで請求することで、審査支払機関における保険分の

レセプトの審査結果が地単分の医療費請求にも反映され、市町村等については

より適正な医療費の支払いを行うことができる。 

    ■ 事務処理の効率化 

      審査支払機関からの請求が連名簿ベース（アナログ）から併用レセプトベース

（デジタル）となることで、請求データの保管や過去の請求を参照する場合の事

務処理が効率化される。連名簿ベースでの請求の場合、都道府県によっては、国

保連合会から市町村等に対して行われる医療費助成分の請求が実際に紙媒体で

行われており、大量の紙の請求書を処理する必要があった。併用レセプトベース

になれば、これらの紙を受け取る必要がなくなる。 
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   ◇ 審査支払機関 

    ■ 医療費請求の適正化 

      併用レセプトにより、審査支払機関において保険分と地単分を併せて審査で

きるようになると、保険分のレセプト審査において査定・返戻等があった場合

でも、その情報をすぐに地単分に反映させられるので医療費の適正化にも貢献

することになる。 

 

 ⑷ 併用レセプトによる電子請求採用の現状と普及への課題 

   ⑶で述べた通り、地単における紙での請求を廃止することは、審査支払機関との委託

契約の形態を変更し、実質的に併用レセプトを使用した電子請求に移行することであ

ると言える。それでは、併用レセプトによる電子請求を普及させるためには、どのよう

な課題が存在するのか。ここでは、併用レセプトによる電子請求の採用の実情を整理し、

そこから普及への課題を明らかにしていきたい。 

 

  ① 併用レセプトによる電子請求採用の概況 

    支払基金のホームページから、都道府県ごとの地単に係る支払基金の審査支払業

務の受託（契約）状況を確認することができる（表３-５参照）。支払基金が受託し

たということは、併用レセプトでの電子請求に移行し、連名簿による紙での請求を廃

止したこととほぼ等しいので、この表から現在の電子請求化（紙の廃止）の状況が定

量的に把握できる。 

    受託状況については、都道府県ごとに大きな差があり、管内のほぼ全ての市町村等

が受託している都道府県もあれば、まったくの未受託の県もある。大まかな傾向とし

て、処理するレセプトの件数が多い都道府県（の市町村等）から併用レセプトによる

電子請求を採用する流れとなっている。  
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【表３-５ 医療費助成事業に係る支払基金の審査支払業務の受託状況（令和３年８月現在）】 

都道府県 市町
村数 

主な3事業の受託市町村数 

主な3事業以外の受託事業 乳幼児 
医療 

ひとり親 
家庭医療 

重度心身 
障害者医療 

北海道  179 179 179 179 特定疾患治療、ウィルス性肝炎進行防止対策、橋本病重症患者対策医療、小
児慢性特定疾患治療 

青森県  40 40 39 15 - 

秋田県  25 25 25 25 - 

福島県  59 42 8 14 - 

茨城県  44 44 44 44 小児慢性医療、妊産婦医療 

栃木県  25 25 1 3 特定疾患治療、小児慢性特定疾患治療、特定医療費 

埼玉県  63 62 41 53 特定疾患治療 

千葉県  54 54 49 54 - 

東京都  62 62 62 62 

特定疾患医療、小児慢性疾患医療、被爆者の子に対する医療、小児精神病医
療、結核一般医療、義務教育就学児医療、精密健康診査、妊娠高血圧症候群
等医療、C 型ウィルス肝炎インターフェロン医療、大気汚染関連疾病医療、
高校生等医療、精神通院医療、難病医療 

神奈川県  33 33 33 33 川崎市小児ぜん息患者、川崎市成人ぜん息患者 

新潟県  30 30 30 30 妊産婦医療、老人医療 

富山県  15 15 15 15 妊産婦医療、高齢者医療 

石川県  19 19 11 19 小児慢性特定疾病医療 

福井県  17 17 17 17 - 

山梨県  27 27 27 - - 

長野県  77 77 77 77 特定疾病、ウイルス肝炎 

静岡県  35 - 1 1 特定疾患治療 

愛知県  54 - - - 特定疾患医療給付、小児慢性特定疾患治療 

三重県  29 28 27 24 - 

滋賀県  19 19 19 19 65～74歳老人、ひとり暮らし寡婦、ひとり暮らし高齢寡婦、精神障害（児） 

京都府  26 - - - 障害者自立支援医療、老人医療、京都市学童う歯対策 

大阪府  43 43 43 43 老人医療、大阪市こども難病 

兵庫県  41 41 41 41 特定疾患治療、高齢期移行 

奈良県  39 39 39 39   

和歌山県  30 30 30 30 特定疾患治療、老人医療 

鳥取県  19 19 19 19 特定疾病 

島根県  19 1 - - - 

岡山県  27 27 27 27 - 

広島県  23 23 23 23 精神障害者通院医療 

徳島県  24 24 24 24 - 

香川県  17 17 17 17 難病医療 

高知県  34 1 1 1 - 

福岡県  60 44 44 44 - 

佐賀県  20 20 - - - 

長崎県  21 21 1 1 被爆体験者精神影響調査研究、寡婦医療 

熊本県  45 31 - - - 

大分県  18 18 18 - - 

宮崎県  26 26 26 26 - 

鹿児島県  43 43 - - - 

39都道府県（未受託：岩手県、山形県、宮城県、群馬県、岐阜県、山口県、愛媛県、沖縄県（８県）） 

（出典：支払基金ホームページ）  
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  ② 併用レセプトによる電子請求採用の具体例 

    各市町村等における、給付の形態の変更や委託契約先の決定については、都道府県

単位で行われることが少なくない。地単による助成内容や方法について都道府県単

位で足並みを揃えるケースが多いこと等が関係していると言えよう。ここでは、近年

変化が見られた都道府県（滋賀県、群馬県、山梨県）を例にとり、併用レセプトによ

る電子請求への移行に関する実情を記すこととする。 

 

   ◇ 紙の請求（連名簿）から電子請求（併用レセプト）へ移行した例（滋賀県） 

     滋賀県は、被用者保険分について令和３年４月診療分（令和３年５月請求分）か

ら月遅れ請求分（令和３年３月診療分以前）についても併用レセプトによって支払

基金へ電子請求することとなった。 

 

 令和３年３月診療分まで 令和３年４月診療分から 

国保、高齢者分 
併用レセプト 

【国保連合会】 

併用レセプト 

【国保連合会】 

被用者保険分 
連名簿（※） 

【国保連合会】 

併用レセプト 

【支払基金】 

※独自に電子媒体請求の仕組みを導入していた。 

 

     被用者保険分についても、従来は国保連合会に対して電子媒体による請求を行

っていたが、令和３年４月診療分からは支払基金に請求することになり、併用レセ

プトによるオンライン請求となった。以前は、連名簿に準じた形（記載内容）で電

子媒体を作成し国保連合会に送付していたが、今後は支払基金に対して併用レセ

プトによるオンライン請求が可能となる。したがって、連名簿に準じた特別なデー

タ作成や、電子媒体を物理的に送付するなどの事務的な負担は大幅に減少したと

考えられる。 

     なお、令和４年５月請求分からは請求事務費（１件50円）が廃止となる（令和３

年５月から令和４年４月までの請求分については、経過措置として１件25円）。市

町村等にとっても費用面で大きなメリットと考えられる。 

 

   ◇ 電子請求（併用レセプト）移行に至っていない例（群馬県） 

     群馬県は、国保連合会とのみ委託契約をしている状況である。したがって、連名

簿（表３-４参照）による紙の請求が多くを占めており、独自のルールによる請求

方法が残っているのが現状である。 
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請求の内訳 医療保険分の請求先 地単分の請求先 

市町村国保  地単 
国保連合会 

（地単併用レセプト） 

市町村国保 
公費 

（患者負担あり) 
地単 

国保連合会 

（公費併用レセプト） 
国保連合会（連名簿） 

組合国保  地単 
国保連合会 

（レセプト） 
国保連合会（連名簿） 

被用者保険  地単 
支払基金 

（レセプト） 
国保連合会（連名簿） 

 

     上の表の通り、請求の内訳が「市町村国保」と「地単」の請求の場合に限り、併

用レセプトで国保連合会にオンライン請求ができる。他の場合についても地単分

は国保連合会に請求するが、併用レセプト１本では請求できないルールとなって

いるため、連名簿を作成する必要がある。なお、連名簿による請求については独自

のルール（記録条件仕様）が定められており、電子媒体による請求が可能となって

いる。 

     以上のように、群馬県の場合は地単についても電子媒体による請求ができるよ

う整備されている。しかし、併用レセプトによる請求と比べると、連名簿用の記録

条件仕様に則ったデータを別に作成する必要があり、医療機関で事務的な作業が

発生することは明らかである。 

 

   ◇ 現物給付（併用レセプト）から自動償還払いに移行し、一部は再度現物給付に移

行した例（山梨県） 

     山梨県では、重度心身障害者医療費助成について、平成26年11月診療分より現物

給付から自動償還払いへ移行したが、さらに平成28年４月（診療分）より、中学生

までの重度心身障害児に限り、現物給付による助成に再度移行することになった。 

 

  ～H.26.10 H26.11～ H28.4～ 

重度心身障害者 

医療費助成制度 

中学生まで 
現物給付 自動償還払い 

現物給付 

上記以外 自動償還払い 

 

     現物給付の採用時（平成26年10月診療分まで）は、併用レセプトにより支払基金

に対して電子請求を行っていたが、平成26年11月診療分から自動償還払いに移行

することで、国保連合会に対してレセプトの写し（電子又は紙）及び送付書又は総

括表を提出することとなり、紙媒体による請求が復活した。さらに平成28年４月診

療分から、中学生以下限定で現物給付に再度移行したことにより、その分のみ併用

レセプトによる電子請求が再度可能となった。 

     現在の山梨県の地単の助成方法、請求方法等を整理すると以下の通りとなる。 
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ひとり親家庭 法別番号82 

現物給付 併用レセプト 乳幼児（子ども）医療 法別番号81 

重度心身障害者 

医療費助成制度 

中学生まで（※） 法別番号81 

上記以外 法別番号83 自動償還払い レセプト写し、送付書 

 

     中学生までの重度心身障害児については、法別番号は乳幼児（子ども）医療費助

成の「81」を使用し、乳幼児（子ども）医療費助成として医療機関は併用レセプト

で請求する。上記以外（高校生以上）の重度心身障害者の医療費助成については法

別番号を「83」とし、自動償還払いを採用している。法別番号により、現物給付又

は自動償還払いを区別できるため、システム的にはわかりやすくなっている。した

がって、地単（医療費助成事業）に係る審査支払業務の受託状況において、重度心

身障害者医療の委託契約件数は、見た目上ゼロとなっている（表３-５参照）。 

     このような助成方法の変遷の背景には、現物給付の方式では医療費が増加して

しまい国民健康保険財政を悪化させるとして、国が支払うべき負担金を支払わな

いというペナルティが県に科されていた状況がある。先に、現物給付がいわゆる

「コンビニ受診」を招く可能性があることを指摘したが、それが具体的に引き起こ

した状況と言える。 

 

  ③ 併用レセプトによる電子請求の更なる普及に向けて整備すべきこと（課題） 

   ◇ 県外受診時の現物給付化 

     現在のところ、患者が住所地の都道府県外（以下「県外」）の医療機関を受診す

る場合については、そのほとんどが償還払いの扱いとなっている（患者が医療保険

の自己負担分を支払い、後で住所地の市町村等に申請）。表３-６は支払基金が受

託している県外受診分の一覧であり、現物給付が可能なものであるが、その数は驚

くほど少ない。 
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【表３-６ 支払基金が受託している県外受診分（令和２年４月現在）】 

 

（出典：支払基金パンフレット「医療費助成事業の審査支払業務は支払基金におまかせください。」） 

 

     医療機関が併用レセプトでの電子請求を行えるようになると、電子データでの

やり取りのため、構造的には県外の患者が受診しても現物給付は可能となる。県外

受診が償還払いとなってしまう理由が市町村等と審査支払機関との契約上の問題

であるならば、公費負担医療のように全国の医療機関で現物給付の取扱いにする

ことで患者の利便性の向上が期待できるのではないだろうか。 

     ただし、県外受診を現物給付とするためには、法別番号の整備、統一も課題とな

る。現状では、地単は都道府県により法別番号が異なることから、同じ法別番号で

も他県では事業内容や給付内容が異なってしまうケースが存在する。医療機関に

とっては、所在する都道府県以外の地単の給付内容を把握する必要があり、近隣の

都道府県を超えた広範囲の都道府県の地単まで把握しようとするとなると、事務

負担が大きくなることが考えられる。レセコンについても、２桁の法別番号ではな

く、８桁の公費負担者番号での処理が必要となる。医療機関において、所在する都

道府県以外の地単を把握できるような情報が、継続してタイムリーに公表される

仕組みの整備が必要となる。 

     以上のような対応を取ることで、県外受診分の現物給付化の進展が現実的にな

るだけでなく、全国に公表された各市町村等の地単の情報が整理されることによ

り、自治体によりまちまちであった地単の計算方法・請求方法等について、標準化・

パターン化の促進が期待できる。 
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   ◇ 未受託の市町村等へのアプローチ 

     表３-５に記載のある通り、地単に係る審査支払について、支払基金が未受託の

県（岩手県、山形県、宮城県、群馬県、岐阜県、山口県、愛媛県、沖縄県の８県）

及び主要な事業に関して未受託の府県（愛知県、京都府の２府県）が存在する。こ

れらの府県に対しては、なぜ未受託のままなのか、上記②での具体例等を参考にし

てその理由を掌握し、その上でそれぞれのケースにアプローチし、併用レセプトに

よる電子請求を促していく必要があると言えよう。 

 

Column１ ～現物給付におけるレセプトの記載方法の課題～ 

 

 記載要領通知に規定されている、レセプトの「療養の給付」欄の記載方法については、その文章の長

さ等から、解釈の相違が少なからず生じている。地単に関する記載についても例外ではなく、解釈の相

違が医療機関（ベンダ）と審査支払機関との間のみならず、審査支払機関同士の間でも生じている場合

がある。 

 以下に地単に関係する記載方法の問題点を記すが、これは令和元年度の調査研究（「診療報酬制度（告

示・通知等）に関わる制度面・システム面における問題点とその対策について」）で取り上げたもので

あり、その解決に向けた提言等については、当該調査研究をご覧いただきたい。 

①「公費①」、「公費②」に係る合計点数の記載 

 ・「公費①」及び「公費②」の項にはそれぞれ第一公費、第二公費に係る合計点数を記載することに

なるが、第一公費が国が定める公費負担医療（国公費）、第二公費が地単の場合、レセプトの提出

先により第二公費に係る合計点数の記載方法が異なる。 

 ・具体的には「公費②」に記載する第二公費（地単）に係る合計点数について、支払基金では医療保

険（「保険」欄）と同じ点数を、一部の国保連合会では「保険」欄から「公費①」の点数を除いた

点数の記載が求められている。 

②『一部を公費が給付する』の「一部」の定義 

 ・記載要領通知では一部負担金相当額の一部を公費負担医療が給付する場合の記載方法を規定してお

り、「負担金額」等の項の上段に「（ ）」で再掲することとしてるが、この「一部」の定義が曖

昧なため、「負担金額」等の項に記載する金額の解釈がまちまちとなっている。 

 ・例えば、一部負担金相当額の全部を公費で賄うとき（保険と同点数の場合）、記載要領通知に規定

する「一部」とは「全部」であるときも含めて「一部」と捉えるかについては、審査支払機関によ

って異なる。 

③「負担金額」及び「一部負担金額」の項の医療券記載の負担金額に関する記載 

 ・医療券等に記載されている公費負担医療に係る患者の負担額に満たない場合の記載については、記

載要領通知の規定が難解な文章表現であるため、１円単位及び10円単位のどちらで記載するか判断

が難しい。 
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 ⑸ 電子的な請求の更なる普及のための提言 

   ここまで地単における紙の廃止という命題のもと、審査支払の委託契約を見直すこ

とで併用レセプトによる電子請求を促進することを提言してきた。最後に、この提言で

示した内容の先を見据え、電子請求が請求のデフォルトとなるために必要な視点や方

向性を示し、具体的な提言を行うこととする。 

 

  ① 審査機能の集約化の流れを見据えた提言：更なる併用レセプトの推進 

    支払基金においては、令和２年に公表された「審査事務集約化計画工程表」をもと

に、審査機能について都道府県ごとの体制から全国的に集約された組織体制への転

換が順次進められているところである。この審査機能の集約化の流れの中で、レセプ

トをオンラインで請求することを推し進めることが不可欠であるとの結論に至る。 

    地単分を併用レセプトで請求できるようになると、オンラインによる請求が可能

となる。被用者保険分と併せて請求するので、地単分の請求のために医療機関が専用

のネットワーク回線を準備し、自己署名証明書をインストールすることが不要とな

る。 

    審査の観点からも被用者保険分と一体化して審査が行われることになる。現在は

支部（都道府県）ごとの審査となっているが、審査機能の集約化により審査の不合理

な差異の解消や専門性の高い審査が期待できる。紙媒体や電子媒体による請求の場

合、医療機関が直接支部へ来所して提出するもしくは郵送することになるが、いずれ

にしても受取りが必要になる。オンラインによる請求であれば、支部での受取りは不

要となり、在宅での審査も可能となる。したがって、医療機関だけではなく審査支払

機関にとっても効率化、高度化を進めることができる。さらに、地単の請求を全て併

用レセプトとしてオンラインによる請求に移行できれば、そのメリットは計り知れ

ない。 

 

  ② 国保連合会の在り方に関する提言：併用レセプトを活用した審査基準や請求ルー

ルの統一化 

    ①で述べた通り、支払基金については審査基準や請求ルールの統一化への改革の

真っただ中にある。ＩｏＴの環境が整いＤＸが取り沙汰される社会においては当然

の流れであり、国保連合会についても、「審査支払システム共同開発推進会議」にお

いて、両者の審査支払システムについては、審査支払システムの業務要件の整合性の

確保を図りつつ、順次共同開発・共同利用を進めることとしている。審査支払機能に

関する改革工程表では、審査領域は2026年（令和８年）４月に共同利用を開始するこ

とを目指している。 

    国保連合会は、支払基金（支部）とは異なり、以前から市町村等と審査支払業務の

委託契約を結んでいるケースが多く、地単分を併用レセプトで請求することも多い。
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被用者保険と比べると、オンラインによる地単分の請求が進んでいることになるが、

レセプトの療養の給付欄の記載方法、記載ルールは都道府県、市町村等ごとに異なっ

ている実態がある。したがって、市町村等の独自事業のため給付内容が異なることを

前提としつつ、支払基金と審査支払システムを共同利用することによる相乗効果で、

審査基準や請求方法、記載ルールについて統一することを提言する。統一化、電子化

が進むことで、県外医療機関を受診した場合に現物給付とするために発生する医療

機関、審査支払機関の事務負担も軽減され、県外受診の現物給付化が進むことを期待

したい。現物給付は患者にとっての利便性の向上はもちろんのこと市町村にとって

も事務処理がシンプルになり負担軽減に繋がることだろう。 
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２．労働災害・通勤災害 

 

ここでは労働災害・通勤災害における紙媒体での請求の現状を考察の対象とする。療養

の給付請求書については、電子化の可能性を考察する。労災レセプトについては電子請求

による件数が少ないゆえに電子化が進まない状況を鑑み、いかにして電子請求に移行さ

せるかを重点的に考察する。その上で、紙媒体の削減に向けて提言を行う。 

 

⑴ 制度の概要 

  ① 労災保険について 

    労災保険（労働者災害補償保険）制度は、労働者の業務上又は通勤による傷病等に

対して必要な保険給付を行うもので、被災した者が社会に復帰できるよう各種の補

償を実施する制度である。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によって

まかなわれている。労働保険に加入している事業所に雇用された労働者の業務上の

傷病等、障害、死亡（業務災害）、通勤時の傷病等、障害、死亡（通勤災害）につい

ては、労災保険により保険給付が行われる。 

    本調査研究においては、上記の労災保険による給付のうち、患者が医療機関におい

て療養の給付を受けた場合の、患者及び医療機関の申請・請求について取り上げるこ

ととする。 

 

  ② 労災を担当する医療機関について 

    労災保険による治療は、労災病院又は労働局長の指定する労災指定医療機関（指定

医療機関等）によるのが原則である。労災診療費について、指定医療機関等は「労災

診療費請求書」に「診療費請求内訳書」（以下「労災レセプト」）を添付して、月１回、

所定の期日までに各都道府県の労働局に請求する。１回目の請求時には、患者が作成

した「療養の給付請求書」についても添付する必要がある。 

    指定医療機関等ではない医療機関においても労災の患者の診療を行うことができ

るが、その場合は当該診療費を患者が一時的に全額支払い、直接労働基準監督署に費

用の請求を行わなくてはならない。したがって、本調査研究では取り扱わないことと

する。 

 

⑵ 労災の療養の給付の請求と支払いの流れ 

   労災の療養の給付における請求と支払いの流れを以下に示す（表３-７）。 

① 災害発生に伴い、患者が指定医療機関の診療を受ける。 

② 療養の給付請求書（業務災害は「様式第５号」（５号様式）、通勤災害は「様式第16

号の３」（16号の３様式）に患者が必要事項を記入し、さらに事業主が証明する。 

  ③ 療養の給付請求書を、受診した指定医療機関に提出する。 
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④ 指定医療機関は、労災診療費算定基準に基づき算定した費用について、労災レセプ

ト等及び療養の給付請求書（１回目の請求時のみ）を都道府県労働局に提出し、請求

を行う。労災レセプトについては電子請求（オンライン請求）が可能である。 

  ⑤ 都道府県労働局は労災レセプトを審査する。 

⑥ 審査の結果妥当と認めた案件については、療養の給付請求書を労働基準監督署に

送付する。 

  ⑦ 労働基準監督署は療養の給付請求書を審査し支給決定を行う。 

⑧ 労働基準監督署の支給決定後、労働局から送付された診療費のデータをもとに、厚

生労働省から指定医療機関に診療費が支払われる。 

 

【表３-７ 労災の請求と支払いの流れ】 

 

 

⑶ 依然として残る紙媒体による申請・請求の現状 

  ① 療養の給付請求書（５号様式・16号の３様式）（表３-８・表３-９） 

    労災保険において、療養の給付請求書（５号様式・16号の３様式）は、災害を被っ

た患者が記入する。その提出にあたっては事業主の証明が必要となる。通勤災害につ

いては、さらに被災場所（通勤経路）を略図等で示す必要がある。 

  

 指定医療機関等 
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【表３-８ 様式第５号】 
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【表３-９ 様式第16号の３】 
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② 労災レセプト（表３-10） 

労災保険による診療においては、医科点数表（保険診療）に準じた「労災診療費算

定基準」があり、指定医療機関等ではこれを基に算定した点数を労災レセプトに記載

する。診療単価は医科点数表の１点＝10円とは異なり、１点＝12円となっている。労

災レセプトの記載方法は点数表の記載要領通知（「診療報酬請求書等の記載要領等に

ついて」）に準じるものとされており、その記載ルールに沿って記載する。 

    電子請求（オンライン請求）も可能となっているが、平成29年時点での普及率は

12.8％であった。その後の導入支援金制度など公的な支援策などにより、その数字は

上昇傾向にあるが、現時点でも紙媒体による請求件数が圧倒的に多い。 

 

【表３-10 労災レセプト（診機様式第３号）】 
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   ◇ 労災レセプトにおける電子請求のメリット 

     労災レセプトについては電子レセプトによる請求が可能である（オンライン・電

子媒体）。電子請求のインセンティブとして、レセプト１件につき労災電子化加算

（５点）が算定可能となっている。保険診療の場合と同様に事務点検が自動化され

ているので利便性は高い。 

     公的にもオンライン請求のメリットが示されており、その促進が実施されてい

る（表３-11）。 

 

【表３-11 「労災レセプトはオンライン請求が便利です」（厚労省・都道府県労働局）資料】 

 

 

  ③ 労災アフターケア委託費請求書（表３-12） 

    労災アフターケアとは、仕事又は通勤によってケガや病気をした者が、そのケガや

病気が治った後も、再発や後遺障害に伴う新たな病気の発症を防ぐため、必要に応じ

て、診察、保健指導、保健のための処置、検査を受けられる制度である。対象となる

ケガや病気は、せき髄損傷など20種類あり、一定の障害等級などを対象者の要件とし

ている。 

アフターケアを受けるためには、被災した患者が、患者の所属事業所を管轄する都

道府県労働局に申請する必要がある。申請が認められると、都道府県労働局からアフ

ターケア健康管理手帳が交付され、労災保険指定医療機関で、診察、保健指導、保健
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のための処置、検査を、要領で定められた範囲内で、無料で受けることができる。ア

フターケアを受けるには、労災保険指定医療機関の窓口で、その都度、手帳を提示し、

所定の欄に当該結果を記入する必要がある。 

この医療機関におけるアフターケアの費用の請求については、最近まで以前の労

災レセプトと同様に紙の様式（アフターケア委託費請求書）で請求が行われていたが、

令和３年３月からは、レセコンを改修することにより電子媒体（オンライン）での請

求が可能となっている。しかし、電子請求が始まって間もないこともあり、全ての医

療機関で電子請求を行っているわけではなく、紙の様式によって請求が行われるケ

ースが残っているのが現状である。 

 

【表３-12 アフターケア委託費請求書（実施要領様式第５号の２）】 
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⑷ 紙媒体削減への課題 

   以下に紙媒体を廃止し、電子的な請求に移行する際に浮上する課題を整理する。この

ような課題を解決することによって、紙媒体の削減が期待できる。 

   

① 療養の給付請求書における課題 

   ◇ 紙媒体のみの運用であること 

     療養の給付請求書（５号様式・16号の３様式）は紙媒体のみが運用されている。

この療養の給付請求書を廃止しないと、労災診療費の請求における紙の廃止・電子

化の普及は進まない。療養の給付請求書を廃止するには、以下の課題がある。 

・事業主の証明する部分（署名）がある。この「証明」についてどのように電子化

を行うか。 

    ・通勤災害時の様式は、災害発生の場所や経路の略図が必要となる。これらの略図

について、どのように電子化を行うか。 

◇ 紙媒体の原本によるやり取りの問題 

     療養の給付請求書は、まず医療機関から各都道府県の労働局に送付され、労災レ

セプトの審査終了後に労働基準監督署に送付されて、最終的な支給決定が行われ

る。請求書が紙媒体である限り、事業主の証明を記載した療養の給付請求書の原本

を送付しなくてはならず、このような非効率的なやり取りが続けられることとな

る。療養の給付請求書の電子化は、これらの関係者全員に作業効率化のメリットを

もたらすと言える。 

 

  ② 労災レセプトにおける課題 

   ◇ 医療機関における問題 

     労災レセプトについては、請求件数が少ないことから、費用対効果の面でシステ

ムを導入してオンライン請求をするメリットが少ないと言える。レセプト１件に

つき点数が加算される電子化加算５点（60円）についても、請求件数が少ないため

まとまった金額とはならず、どこまでインセンティブとして機能しているのかは

疑問である。医療機関の医事を行う部署には、労災担当が配置されていることが多

いが、紙での請求に慣れていること、件数が少ないことなどから、電子化したとこ

ろで少数の労災担当者の恩恵にしかならない。 

     こういった状況が、積極的に電子請求を導入する医療機関が少ないことの要因

となっていると考えられる。医療機関が電子請求を導入する場合も、システムを更

新する際などに併せて行うケースが多いのではないかと推察される。 

 ◇ 労働局における労災レセプト審査時の利便性の問題 

     審査点検業務の流れ・事務区分が示されているが劇的な効率化には至っていな

い（表３-13）。確かに手作業については端末操作に置き換えられているが、根本的
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なフローは変わっていないため、電子レセプトによる審査事務の利便性を感じづ

らいと考えられる。 

なお、労働局においては、OCRで紙レセプトのデータを読み取り、それ以外の項

目については手作業で入力するが、この OCRの運用が先行していることが、最新の

電子化の流れを阻害する要因となっていると考えられる。OCRは手入力に比べて効

率的だが、それにより取得できるのは請求のための最低限のデータであり、そのデ

ータは二次利用等には適さない。請求データを含めた完全な電子化であればそう

いった弱点を克服でき、診療内容について今より細かいチェックができるように

なるなど、チェックの質的な向上が見込める。なお、電子請求されたレセプトの場

合であっても、紙媒体である療養の給付請求書の内容と紐づけを行わなくてはな

らない。 

 

【表３-13 審査点検業務の流れ・事務区分（総務省）】 
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Column２ ～平成 28 年における業務フロー・コスト分析（神奈川県・愛知県）～ 

 

 以下は神奈川県・愛知県の労働局における平成 28 年時点での業務フロー・コスト分析の結果である。

この分析によれば、紙レセプトと電子レセプトの１枚当たりの平均処理時間を比較すると、電子レセプ

トの方が時間を費やしており、レセプト１枚当たりの平均処理コストもかかっていた。これは電子請求

された場合でも紙でレセプトを出力して処理（審査）を行っているため、紙よりも余計な作業が発生す

ることが要因とされている。この問題は、平成 26 年に電子化された労災レセプトの処理へ業務が移行す

る過渡期に生じた問題であって、現在は改善が進んでいるものと思われるが、単にレセプトを電子化す

ればよいのではなく、どういった運用を行うかという視点も重要であることが確認できる。紙媒体の廃

止を考察する上で示唆に富む内容であるため、ここに参考資料として掲載する。 
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 ⑸ 紙媒体削減に向けた提言 

  ① 療養の給付請求書の電子化 

    療養の給付請求書については紙による運用が行われているため、まずは電子化し、

オンラインで送付できる状態にすることが重要であると考える。以下、そのための提

言を行う。 

   ◇ 様式をスキャンして PDFデータで送信できるようにする 

     「事業主の証明」や「災害発生の場所、経路の略図」といった文字以外の情報を

含む療養の給付請求書を電子化する場合、もっとも簡単なものとして、患者が手書

きで記入した療養の給付請求書を医療機関でスキャンし、PDF データ（イメージ）

として労災レセプトと併せて送信する方法が考えられる。記載が必須となってい

る事業主の証明については PDFデータで十分ではないか。 

     また、療養の給付請求書の項目のうち「電子化（CSV等）しなくてはならない項

目」というものがあるならば、それだけは必ず電子化して、他は PDFデータにした

上でオンライン請求とすることが可能だろう。そのためにはデータ化すべき項目

の精査が必要である。その場合、まずは電子化すべき項目とそうでない項目の洗い

出しから着手すべきと考える。 

◇ 患者がパソコン等で入力して送信できるシステムの構築 

     労災保険の利用者は医療保険と比べて年齢の上限が低いため、パソコン等の操

作に不慣れな者が比較的少ないと考えられる。そこでここでは、上述の提言と並行

して、次のようなシステムの構築を提言したい。すなわち、紙の申請と同様の内容

を患者若しくはその家族が各自でパソコンやスマートフォン（以下「パソコン等」）

に入力し、そのまま電子申請できるようなシステムである。より具体的には、利用

者にアプリケーション等を配布するのではなく、画面上で必要事項を入力し、請求

できるような Web サイトを開設することを想定している。Webサイトを開設するこ

とにより、場所を選ばない、よりフレキシブルな運用が可能となるからである。た

とえば、電子端末の操作に不慣れな者は事業所等のパソコン等から申請を行うと

いった運用の仕方により、利用者のアクセシビリティに配慮することができよう。 

     なお、紙媒体の請求書を廃止する前提として、紙の原本の在り方・考え方を抜本

的に見直す必要があると思われる。少なくとも、療養の給付請求書における「事業

主の証明」や「略図（経路）」など文字以外の情報を電子化するに当たっては、そ

れらを電子的な証明書としてデータで送信できるシステムの導入を検討せねばな

らないだろう。 

  

② 労災レセプトのオンライン請求の更なる普及 

労災レセプトについては、自動化されている事務点検システムの利便性の周知と、

利便性の更なる向上・洗練を求めたい。電子レセプトの普及が進めば、紙に印刷して
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処理することがなくなるため、今後の事務処理の短縮・効率化が見込まれる。公的な

支援制度として、労災レセプトのオンライン化に際してその環境整備に係る費用の

一部を補助する「導入支援金」も整備されている。医療機関等にこの制度を広く周知

して、積極的に活用してもらうことも普及を図るための一つの方法であろう（表３-

14の「労災レセプトオンライン化ナビ」参照）。 

また、神奈川県・愛知県の両労働局についての分析例のように、現時点では紙の運

用をむやみに電子化するだけでは即座には効率化に繋がらないケースもあるため、

電子化したシステムをどのように運用するかという視点を持った改革が望まれる。 

 

【表３-14 「労災レセプトオンライン化ナビ」トップページ】 
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３．出産育児一時金直接支払制度 

 

 ⑴ 制度概要・運用の流れ 

  ① 直接支払制度とは 

    出産育児一時金（家族出産育児一時金を含む。以下単に「出産育児一時金」）は元

来、原則として被保険者（被扶養者を含む）が出産後に保険者に申請し支給される仕

組みであったため、被保険者が一時的に多額の現金を用意する必要があり少子化の

一因とされていた。このような状況に対処する施策として、出産における経済的負担

の軽減を図るべく支給方法が見直され、平成21年10月１日より直接支払制度の運用

が開始され、改善が加えられながら現在に至っている。 

    直接支払制度とは、出産育児一時金の額を上限として、保険者が支払機関を通じて

助産所を含む医療機関へ出産費用を直接支払う制度である（表３-15参照）。これによ

り、医療機関の窓口で支払う出産費用は出産育児一時金を上回った額のみとなり、被

保険者はあらかじめ多額の出産費用を用意しなくて済むこととなる。この制度の導

入を希望する医療機関は予め厚生労働省に対して届出をする必要がある。 

 

【表３-15 直接支払制度 運用の流れ】 

 

 

  ② 請求・入金のタイミング 

    専用請求書の提出時期は電子媒体と紙媒体で異なる部分がある。 

    表３-16はそれぞれの提出時期をまとめたものである。紙媒体の請求は毎日10日で
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締められ、医療機関への入金は月１回のみだが、電子媒体による請求（電子請求）で

は正常分娩の場合毎月25日でも締めているため（月２回請求）、月２回入金がある。

紙媒体による請求と比較した電子請求のメリットは、請求から入金までのキャッシ

ュフローのスパンを短くできることにある。クリニックなどの小規模な医療機関ほ

どそのメリットは大きいといえるだろう。ただし、月２回の請求はキャッシュフロー

的にはメリットといえるが、その分事務処理負担は増えることになる。 

 

【表３-16 専用請求書の提出時期・医療機関への支払時期】 

分娩種別 電子媒体の提出時期 紙媒体の提出時期 医療機関への支払時期 

正常分娩 出産後退院月の翌月 

10日まで 

出産後退院月の翌月 

10日まで 

請求書提出月の翌月 

５日ごろ 

出産後退院月の 

25日まで 

 請求書提出月の翌月 

20日ごろ 

異常分娩 出産後退院月の翌月 

10日まで 

出産後退院月の翌月 

10日まで 

請求書提出月の翌月 

20日ごろ 

 

 ⑵ 紙媒体による請求の現状 

  ① 専用請求書について 

    医療機関より直接請求を行う場合には、「専用請求書」（電子媒体（光ディスク等に

よるCSV情報）又は紙媒体）により支払機関へ提出し、請求する。特に紙媒体による

請求の際には、定型の様式が存在することから、当該様式に必要事項を手書きで記入

もしくは印字したものを提出する必要がある。表３-17は、その際に使用される請求

様式である。 

 

【表３-17 直接支払制度の専用請求書の様式】 
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  ② 実際の状況（定量的評価） 

    表３-18のグラフは、出産育児一時金の請求における電子請求の件数および割合の

推移を表したものである。令和３年度の見込数は取扱件数719,555件、電子件数

456,541件（63.45%）となっている。制度がはじまって以来、電子化率は安定して上

昇し続けているものの、現在も４割弱の請求が紙媒体によって行われていることに

なる。 

 

【表３-18 出産育児一時金等の電子化率の推移】 

 

（出典：支払基金 統計資料「出産育児一時金の支払に係る手数料の積算」） 

 

    支払基金の資料「出産育児一時金の支払に係る手数料の積算」によれば、支払基金

における電子媒体請求書１件の事務処理にかかる時間は2.350分で、紙媒体請求書の

5.192分と比べ約３分短い。令和３年度の件数で単純計算すれば、電子化率１％（約

7,200件）の上昇で年間およそ340時間の事務処理時間が短縮できることになる。また、

事務処理時間短縮の当然の帰結として、１件当たりの事務手数料は年々減少してい

る（表３-19）。電子化率の向上に伴い、審査支払機関の業務効率は明らかに向上して

いるといえる。 

 

【表３-19 出産育児一時金等の支払に係る事務費手数料の推移（１件当たり）】 

（単位：円） 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

９月まで 

令和元年度

10月以降 

令和２年度 令和３年度 

152 152 132 125 119 121 117 113 

（出典：社会保険診療報酬支払基金「出産育児一時金等の支払に係る事務費手数料（１件当たり）」） 
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 ⑶ 紙媒体による請求の廃止（電子請求への切り替え）への課題 

  ① 医療機関における電子請求機能の引き継ぎ漏れ 

    電子請求については、制度実施直前の平成21年８月に「出産育児一時金等の代理申

請・受取請求に係る記録条件仕様について」（平成21年保保発0824第１号、保国発0824

第１号）別添「出産育児一時金等の代理申請・受取請求に係る記録条件仕様」が発出

され、その具体的なルールが整備された。そのため、ベンダによっては、紙媒体での

請求を想定した機能を先行して提供し、後から電子請求機能を追加することとなっ

た。電子請求機能の追加時にはベンダから医療機関等への説明が行われたが、多くの

医療機関では、紙媒体での運用に問題がないと判断して、電子請求に切り替えなかっ

た経緯がある。そのような医療機関においては、担当者が交代となるタイミングでも

紙媒体での運用が継続され、電子請求機能が追加されていることについて伝達がな

されていないことが推測される。したがって、システムが電子請求に対応しているに

もかかわらず、それを把握していない医療機関の担当者が一定数存在すると考えら

れる。 

 

  ② 電子請求への切り替えに伴う作業工程の増加 

    電子請求の存在が医療機関に認知されているにもかかわらず、紙媒体による請求

が現在も全体の４割近くの医療機関で行われているのが現状である。このことから、

電子請求への切り替えにメリットを感じていない、あるいは電子請求へ切り替える

ことに抵抗を感じている医療機関もあると推察される。 

    表３-20は紙媒体による請求と電子請求それぞれの運用例である。紙媒体による請

求に比べ、電子請求では作業工程が増えていることが分かる。 

    以下、具体的な問題点について述べる。 

 

【表３-20 請求の運用例】 

紙媒体での請求の場合 

患者の退院時 

① 紙の専用請求書を出力 

② 内容の確認 

③ 通常の診療の請求書などと一緒に被保険者に交付 

④ 審査支払機関への請求まで保管 

審査支払機関への 

請求時 
⑤ ④で保管した紙の専用請求書にて審査支払機関へ請求（送付） 

電子請求の場合 

患者の退院時 

① 紙の専用請求書を出力（患者に渡すため「紙」は残る） 

② 内容の確認 

③ 通常の診療の請求書などと一緒に被保険者に交付 

審査支払機関への 

請求時 

④ 内容が退院時に請求した内容と変更がないか紙の専用請求書を出力して確認 

⑤ 電子媒体のデータ作成 

⑥ 電子媒体を審査支払機関へ請求（送付） 

64



65 

 

 

   ◇ 運用面の問題点：明細書の交付の際に請求書を印刷する運用となっている 

     直接支払制度を利用した被保険者の退院時には、「出産費用の内訳を記した明細

書（以下「明細書」）」の交付が必要であると定められている（「出産育児一時金等

の医療機関等への直接支払制度」実施要綱（平成23年１月31日））。この明細書には

専用請求書にある項目（出産年月日・出産児数・入院実日数・代理受取額）の記載

が必要であり、通常の領収証で代用できないため、別途専用の明細書を用意しなけ

ればならない。 

     そのため、一部の医療機関における運用では、専用請求書を２部出力し、内容の

確認を行ったうえで１部を被保険者へ交付し、もう１部を審査支払機関への請求

用にしている。この場合、明細書の交付と請求書の印刷が業務の流れの中で結びつ

いており、審査支払機関への請求については残りの請求書を送付するだけでよい。

ここから電子請求に切り替えるためには、請求データを書き込んだ電子媒体を作

成しなくてはならず、手間である。このことが電子請求への切り替えに対する障壁

になっていると考えられる。 

 

   ◇ システム面の問題点：オンライン請求に対応していない 

     システム面において、利用者が電子請求への切り替えに抵抗を感じる要因と考

えられるのが、電子請求がオンライン請求に対応していないことである。医療機関

がデータを作成しても、結局電子媒体を出力して郵送等で審査支払機関に送付す

るのであれば、上記の運用例のように医療機関の作業工程が増えることになる。レ

セプトのように紙（請求書）が大量にあるのであれば、電子媒体を送付するメリッ

トは大きいが、分娩費用の明細書は大きな産婦人科等でも１日の枚数はさほど多

くない。したがって、利便性という観点から見れば、紙媒体による請求から電子請

求へ切り替えるメリットは極めて小さいといえる。 

 

 ⑷ 課題解決に向けた対応策 

   表３-21は、⑶で述べた諸課題に対して、現時点で各機関において行うことが可能な

対応をまとめたものである。これらの対応策を周知することにより、電子請求の普及促

進が期待できる。 
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【表３-21 課題解決に向けた対応策】 

■医療機関 

 ・操作マニュアルなどで電子請求機能の有無を確認 

  ①機能がある場合 

   ・実際に使用し、便利かどうか確認 

  ②機能がない・不明時 

   ・ベンダへ電子請求機能の有無確認 

   ・機能がある場合はその方法などを確認 

   ・機能がない場合は導入の検討 

■審査支払機関 

 ・医療機関などへの電子請求への働きかけ 

 ・メリットの説明（月途中での請求が可能（キャッシュフロー改善など）） 

 ・電子請求の認知度の更なる向上 

■ベンダ 

 ・医療機関などへの操作説明 

 ・媒体作成機能に関するマニュアル提供等 

 ・（機能が実装されているものの紙媒体で請求を行っている医療機関に対して）機能を活用した媒体で

の請求の働きかけ 

■設備機器関連 

 ・サーバやクライアントにCD-Rなどの電子媒体への書き込み可能な装置がない、又は（セキュリティ

の関係上）USBポートへの接続等を使用不可としている医療機関への対応（電子媒体の書き込み可能

な機器購入等） 

 ・機器購入が即時にできない場合は、次期システム入替え時に電子媒体への出力が可能な構成にする 

 

 ⑸ 電子請求の更なる普及のための提言 

   ⑷で見た対応策は、電子請求の方法自体には触れずに紙媒体による請求を廃して電

子化率の向上を目指すものである。ここではより踏み込んで、電子請求の方法の改変に

かかわる提言を行いたい。 

 

  ① 提言①：オンライン請求を可能とすること 

    ⑶で見たように、現行の電子請求は電子媒体にデータを格納して郵送で提出する

必要があることから、利便性という観点では、医療機関が紙媒体による請求から切り

替えるメリットは小さいといえる。そこで、出産育児一時金の直接支払制度における

医療機関のオンライン請求を可能とすることを提言したい。これにより電子請求の

作業工程を紙媒体での請求よりも減らすことができ、電子請求の利便性が向上し、ひ

いては電子化率の向上が期待できよう。 

    それだけでなく、媒体の送付がなくなると以下の課題もなくなる。 

    ■電子媒体内のデータを審査支払機関側で読めないこと 

    ■電子媒体への格納漏れ 

    ■電子媒体の紛失（医療機関側・輸送途中・審査支払機関側） 

    さらに、審査支払機関によるオンラインチェックが可能となるため、記載漏れなど

66



67 

 

のチェックが可能となり、返戻の削減が期待できる。 

 

  ② 提言②：請求用の電子データ作成・入力ソフトのスマートフォン・タブレット対応 

    電子請求が可能なシステム等の整備が難しい助産所や診療所などの小規模施設へ

の対策としては、電子データ作成・入力ソフトのスマートフォン・タブレット対応化

を提言したい。特にカメラ機能によるデータスキャンに対応できれば更なる利便性

の向上となろう。 

 

  ③ 提言③：分娩費用の明細書の簡略化・電子化 

    そのほか、分娩費用の明細書に記載する項目について検討することも有用であろ

う。前述の通り、被保険者の退院時には出産費用の内訳等を記載した明細書の交付が

必要であり、それを審査支払機関に提出する専用請求書の複製で代用するケースが

多いが、出産費用の内訳等のうち、特に、項目「出産年月日」・「出産児数」・「入院実

日数」については、被保険者が把握している情報であり、明細書に記載する必要性は

低いといえる。 

    また、明細書は被保険者が保険者へ差額を申請する際に提出するために上記項目

の記載が必要だとされているが、ここにも検討の余地があるように思われる。直接支

払制度の実施要項には、次のようにある。 

 

 直接支払制度を用いる場合には、要した出産費用については、被保険者等が出産育児一時金等

の差額分を早期に受け取ることができるなどの利便性の観点から、少なくとも以下の事項〔「出

産年月日」・「出産児数」・「入院実日数」等〕を明らかにした明細書に、加算対象出産の場合には、

所定の印を押印の上、退院時に被保険者等又はその被扶養者に手交するものとする。 

 

    明細書の交付が「被保険者等が出産育児一時金等の差額分を早期に受け取ること

ができるなどの利便性の観点から」必要なのであれば、保険者が差額の支払について

必要な情報をWeb等を介して取得できればよく、必ずしも医療機関がそれらを記載し

た明細書を被保険者に交付する必要はないのではないか。項目の簡略化により明細

書の発行が不要となれば、出産育児一時金における電子請求化が促進されるのみな

らず、全体としてオペレーションが減り、ひいては関連機関の業務効率化が期待でき

よう。 
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おわりに 

 

１．本調査研究における提言の整理 

 

  本調査研究では、「紙の廃止」というテーマのもと、第２章ではレセプトの返戻再請求、

第３章で各分野の紙媒体による請求の現状を分析した上で、紙による請求の廃止（請求の

電子化）に向けた提言を行ってきた。さらには紙の廃止の「その先」を見据えた、診療報

酬請求に関わる全ての者にとってメリットのある、より高度な電子化の実現のための提

言についても行った。表４は、本調査研究で行った提言を、①「紙の廃止に向けた主たる

提言」と②「主たる提言（①の提言）の達成後を見据えたより高度な提言」に整理したも

のである。本調査研究を読み解くための俯瞰的な資料として、参考にしていただければ幸

いである。 

 

【表４ 本調査研究の各項目における提言の整理】 

 （凡例） 

  ■→紙の廃止に向けた主たる提言 

  〇→主たる提言（■の提言）の達成後を見据えたより高度な提言 

第２章 レセプトの返戻再請求における紙の廃止について 

■返戻分について、（行政の施策に沿ったかたちで）電子レセプトによるオンライン請求を促進させる 

〇再請求時の手間軽減によりオンラインでの返戻再請求のメリットを増やす 

 ・審査支払機関において、履歴管理情報が必要かどうか整理する（「原本」の考え方を無条件に踏襲し

ない） 

 ・再請求時に、返戻データと紐付けられた検索番号の付加を必須とする 

〇紙媒体及び電子媒体の廃止により全体の最適化を行う（請求方法のオンライン一本化） 

 ・未だ残る電子媒体による請求については、オンライン移行を強く促す 

 ・関係者における諸施策は表２-９参照 

〇レセプト返戻件数の削減による効率化（そもそもの返戻の件数を減らす） 

 ・関係者における諸施策は表２-12参照 

第３章 １．地方単独医療費助成事業について 

■（市町村等が支払基金とも委託契約を結ぶことを前提とした）併用レセプトによる電子請求の推進 

〇（審査機能の集約化の流れを見据えた提言）更なる併用レセプトの推進 

〇（国保連合会の在り方に関する提言）併用レセプトを活用した審査基準や請求プロセスの統一化 

第３章 ２．労働災害・通勤災害について 

■療養の給付請求書の電子化 

 ・様式をスキャンして PDFデータで送信できるようにする 

 ・患者がパソコン等で入力して送信できるシステムの構築 

■労災レセプトのオンライン請求の更なる普及 

第３章 ３．出産育児一時金直接支払制度について 

■電子媒体による専用請求書を用いて審査支払機関へ請求する 

 ・関係者における諸施策は表３-21参照 

〇オンライン請求を可能とする 

〇請求用の電子データ作成・入力ソフトのスマートフォン・タブレット対応 

〇分娩費用の明細書の簡略化・電子化 
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２．レセプトの返戻再請求に係る施策の見直しについて 

 

  「オンライン請求の促進に向けた対応について（協力依頼）」（令和３年11月29日保連発

1129第８号）が発出された。この通知により「オンライン請求の促進に向けた対応につい

て（協力依頼）」（令和３年８月16日保連発0816第３号）で示されていた医療機関等におけ

る返戻再請求のオンライン化等のスケジュールについて、一部見直しが行われることと

なった。見直しの内容は以下の通りである。 

 

  ① 審査支払機関からの返戻、医療機関等からの再請求 

    令和３年10月診療分から行うこととしていた審査支払機関から医療機関等への紙

媒体によるレセプトの返戻の廃止について、当面は紙媒体によるレセプトの返戻を

継続し、医療機関等の準備ができたところで廃止することとした。 

    令和４年度中に紙媒体で返戻されたレセプトに係る再請求を除き、オンライン請

求医療機関については再請求をオンラインのみとするスケジュールについては変更

ないが、その対応の実施時期や方法の判断時期について、令和４年度のなるべく早期

に行うこととしていたが、そのような明記がされなくなった。 

  ② 保険者からの再審査申出 

    令和３年10月から大規模保険者の再審査申出はオンラインのみとし、令和４年度

中には全ての保険者の再審査申出をオンラインとするとしていたが、保険者の規模

にかかわらず令和４年度中に全ての保険者の再審査申出をオンラインにすることと

した。また令和４年度中の対応の実施時期や方法の判断時期について、令和４年度の

なるべく早期に行うこととしていたが、そのような明記がされなくなった。 

 

  以上のようなスケジュール等の修正が行われたことから、それに合わせて本調査研究

の内容も修正すべきところではあるが、本稿の提出時期の関係上それがかなわないこと

から、ここに見直しの概要を記すこととした。なお、スケジュール等の修正があったとし

ても、本調査研究における論の骨子や提言内容には影響はないが、今後の動向について注

視していく必要がある。 

 

  なお、医療機関において電子レセプト（オンライン）による返戻再請求を行う際、オン

ライン請求システムから返戻レセプト（ファイル）をダウンロードして、レセコンに搭載

された機能を利用して返戻の内容を確認する（表２-２参照）ことになるが、この「返戻

内容の確認機能」については、返戻された紙レセプトの存在を前提としたものがある。し

たがって、上記の行政の施策の結果として返戻再請求がオンラインによるもののみとな

った場合には、当該機能の前提となっていた紙レセプトがなくなることとなり、ベンダに

よってはレセコンの改修を迫られるケースが出てくると考えられる。JAHISとしては、返
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戻再請求のオンライン一本化を恙なく行うためにも、レセコンの改修に対応すべく課題

を整理し関係者間で共有していく必要があると考える。 
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■本調査研究で引用又は参考とした資料の一覧 

 

ページ 内 容 引用・参考資料 

10 レセプトの振替・分割サービス 月刊基金（支払基金発行）2021年1月号 

11 
表2-1電子請求の免除医療機関等以外に

よる紙レセプト提出の現状 

（厚生労働省）審査支払機能の在り方に関する検討

会（第5回・令和2年12月24日）資料3 

14 受付・事務点検ASP 支払基金ホームページ 

15 
表2-3審査支払機関における事務効率化

の課題 

（厚生労働省）審査支払機能の在り方に関する検討

会（第5回・令和2年12月24日）資料3 

23 
オンライン請求の促進に向けた対応の

方向性（提言及びその効果） 

（厚生労働省）審査支払機能の在り方に関する検討

会（第6回・令和3年1月22日）資料2 

25 表2-10支払基金・国保連合会の返戻状況 支払基金ホームページ／国保連合会ホームページ 

34 
表3-4連名簿の例：福祉医療費【連記式】

明細書（群馬県） 
群馬県国民健康保険団体連合会ホームページ 

38 
表3-5医療費助成事業に係る支払基金の

審査支払業務の受託状況 
支払基金ホームページ 

42 
表3-6支払基金が受託している県外受診

分 

支払基金リーフレット「医療費助成事業の審査支

払業務は支払基金におまかせください。」 

48 表3-8様式第5号（療養の給付請求書） 厚生労働省ホームページ 

49 
表3-9様式第16号の3（療養の給付請求

書） 
厚生労働省ホームページ 

50 表3-10労災レセプト（診機様式第３号） 厚生労働省ホームページ 

51 
表3-11「労災レセプトはオンライン請求

が便利です」 

厚生労働省・都道府県労働局リーフレット「労災レ

セプトはオンライン請求が便利です」 

52 
表3-12アフターケア委託費請求書（実施

要領様式第5号の2） 
厚生労働省ホームページ 

54 表3-13審査点検業務の流れ・事務区分 

（総務省）業務フロー・コストの分析・情報開示に

関するワーキンググループ（第12回・平成29年2月

20日）資料3-1 

55 
Column2 平成28年における業務フロー・

コスト分析 

（総務省）業務フロー・コストの分析・情報開示に

関するワーキンググループ（第12回・平成29年2月

20日）資料3-1 

60 
表3-14「労災レセプトオンライン化ナ

ビ」トップページ 

「労災レセプトオンライン化ナビ」トップページ 

（https://www.rourece.mhlw.go.jp/） 

63 
表3-18出産育児一時金等の電子化率の

推移 

統計資料「出産育児一時金の支払に係る手数料の

積算」（支払基金ホームページ掲載） 

63 
表3-19出産育児一時金等の支払に係る

事務費手数料の推移 

資料「出産育児一時金等の支払に係る事務費手数

料の推移（1件当たり）」（支払基金ホームページ掲

載） 

67 
直接支払制度の実施要項（分娩費用の明

細書の簡略化・電子化） 

「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制

度」実施要綱（平成23年1月31日制定） 
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